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報告第２号 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会において指定されて

いる、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関することについて、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和５年２月２０日提出  

横手市長 髙 橋   大  
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専決第２号 

   専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、物損

事故による損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関することについて、同法第１８０条第

１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

令和５年２月６日専決 

横手市長 髙 橋   大 

 

１ 事故発生日時  令和５年１月１７日（火）午後１時５０分頃 

２ 事故発生場所  横手市内 

３ 相 手 方   

４ 事 故 の 概 要   

５ 損 害 賠 償 額 ２５，０００円 
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議案第２号 

   横手市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、同法の施行に関し必

要な事項を定めるため、条例を制定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   横手市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平

委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び財産区をいう。 

２ この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）において使用する用語の例による。 

 （開示請求に係る費用負担） 

第３条 法第８９条第２項の手数料は、無料とする。 

２ 法第８７条第１項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付又

は電磁的記録についての実施機関が定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。 

３ 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、

前項の費用を減額し、又は免除することができる。 

 （運用状況の公表） 

第４条 市長は、実施機関における法の運用状況を取りまとめ、毎年公表するものとする。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （横手市個人情報保護条例の廃止） 

２ 横手市個人情報保護条例（平成１７年横手市条例第２４号。以下「旧条例」という。）は、廃止

する。 

（横手市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に旧条例第２条第２号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」とい

う。）の職員である者又はこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において旧実施機関

の職員であった者に係る旧条例第３条第２項の規定による職務上知り得た旧条例第２条第１号の個

人情報（以下「旧個人情報」という。）をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはな

らない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第３５条第２項の受託者に係る同項の規定によるその事務に関し

て知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例

による。 

５ 施行日前に旧条例第１３条（同条第２項の規定を旧条例第２３条第２項及び第２６条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、第２３条第１項又は第２６条第１項の規定による請求がされた場合

における旧条例に規定する保有個人情報（実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報

であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして保有しているものであって、公文書

に記録されているものをいう。以下次項において同じ。）の開示、訂正及び利用停止については、
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なお従前の例による。 

６ 施行日前にされた保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する旧実施機関の処分又は

その開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止の

請求に係る不作為に関する審査請求については、なお従前の例による。 

 （横手市情報公開条例の一部改正） 

７ 横手市情報公開条例（平成１７年横手市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知） 

第２０条 前条第１項の規定により諮問をした実施機関（以

下「諮問実施機関」という。）は、次に掲げる者に対し、

諮問をした旨を通知しなければならない。 

第２０条 前条第１項の規定により諮問をした実施機関は、

次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければなら

ない。 

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］ 

  

（横手市情報公開・個人情報保護審査会） （横手市情報公開・個人情報保護審査会） 

第２２条 第１９条第１項及び横手市個人情報保護条例（平

成１７年横手市条例第２４号）第３０条第１項に規定する

諮問に応じて審議するため、横手市情報公開・個人情報保

第２２条 第１９条第１項、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３項において準

用する同条第１項及び横手市議会の個人情報の保護に関す
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護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 る条例（令和５年横手市条例第 号）第４５条第１項の規

定による諮問に応じて審議するため、横手市情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、前項の審議を行うほか、情報公開制度及び個

人情報保護制度の運営の改善等に関する重要事項につい

て、市長に意見を述べることができる。 

２ 審査会は、前項の審議を行うほか、情報公開制度の運営

の改善等に関する重要事項について、市長に意見を述べる

ことができる。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 

第２３条 審査会は、前条第１項に規定する調査審議をする

ため必要があると認めたときは、諮問実施機関に対し、開

示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この

場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公

文書の開示を求めることはできない。 

第２３条 審査会は、前条第１項の規定による審議をするた

め必要があると認めたときは、諮問実施機関等（第１９条

第１項並びに個人情報の保護に関する法律第１０５条第３

項において準用する同条第１項の規定により諮問をした実

施機関及び横手市議会の個人情報の保護に関する条例第４

５条第１項の規定により諮問した議会をいう。以下この条

において同じ。）に対し、開示決定等に係る公文書又は保

有個人情報（個人情報の保護に関する法律第７８条第１項

第４号の開示決定等、同法第９４条第１項の訂正決定等、

同法第１０２条第１項の利用停止決定等又は同法第７６条

第２項の開示請求、同法第９０条第２項の訂正請求若しく
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は同法第９８条第２項の利用停止請求に係る不作為に係る

同法第６０条第１項の保有個人情報又は横手市議会の個人

情報の保護に関する条例第２０条第５号アの開示決定等、

同条例第３５条第１項の訂正決定等、同条例第４２条第１

項の利用停止決定等又は同条例第１８条第２項の開示請

求、同条例第３１条第２項の訂正請求若しくは同条例第３

８条第２項の利用停止請求に係る不作為に係る同条例第２

条第４項の保有個人情報をいう。以下この条において同

じ。）の提示を求めることができる。この場合において、

何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個

人情報の開示を求めることはできない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 審査会は、必要があると認めたときは、諮問実施機関に

対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内

容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理し資料

を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

３ 審査会は、必要があると認めたときは、諮問実施機関等

に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報又

は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類

し、又は整理し資料を作成し、審査会に提出するよう求め

ることができる。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

 （委員による調査手続） 
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 第２３条の２ 審査会は、必要があると認めたときは、その

指名する委員に、前条第１項の規定により提示された公文

書又は保有個人情報を閲覧させることができる。 

  

（提出資料の閲覧等） （資料等の写しの送付等） 

第２６条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出さ

れた意見書若しくは資料又は電磁的記録にあっては、記録

された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲

覧又は写しの交付（以下この条において「閲覧又は交付」

という。）を求めることができる。この場合において、審

査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき

その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交

付を拒むことができない。 

第２６条 審査会は、第２３条第３項の規定による資料の提

出、同条第４項若しくは前条の規定による意見書又は資料

の提出又は個人情報の保護に関する法律第１０６条第２項

の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第８１条

第３項において準用する同法第７４条若しくは同法第８１

条第３項において準用する同法第７６条の規定による主張

書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料、

意見書又は主張書面の写し（電磁的記録にあっては、当該

電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該資

料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審

査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益

を害するおそれがある場合その他正当な理由がある場合

は、この限りでない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧又は交付について、日 ２ 審査会は、前項の規定による送付をしようとするとき
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時及び場所を指定することができる。 は、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した

審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審

査会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

  

（答申書の送付等） （答申書の送付等） 

第２８条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申

書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答

申の内容を公表するものとする。 

第２８条 審査会は、第１９条第１項の規定による諮問に対

する答申をしたときは第２０条各号に掲げる者に、個人情

報の保護に関する法律第１０５条第３項において準用する

同条第１項の規定による諮問に対する答申をしたときは行

政不服審査法第７９条に規定する者のほか個人情報の保護

に関する法律第１０５条第３項において準用する同条第２

項第２号及び第３号に掲げる者に、横手市議会の個人情報

の保護に関する条例第４５条第１項の規定による諮問に対

する答申をしたときは同条第２項各号に掲げる者に答申書

の写しを送付するとともに、答申の内容を公表するものと

する。 

  

（横手市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横手市情報公開条例第２２条の審査会において
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審議した諮問は、改正後の横手市情報公開条例の相当の規定によってしたものとみなす。 

 （横手市債権の管理等に関する条例の一部改正） 

９ 横手市債権の管理等に関する条例（平成２８年横手市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（滞納者情報の相互利用） （滞納者情報の相互利用） 

第７条 市の債権に係る納付金について納付遅滞となった債

務者が同時に市税等を滞納している場合においては、同一

の実施機関（横手市個人情報保護条例（平成１７年横手市

条例第２４号）第２条第２号に規定する実施機関をい

う。）内において市税等に関する情報を利用し、又は提供

することができる。 

第７条 市の債権に係る納付金について納付遅滞となった債

務者が同時に市税等を滞納している場合においては、同一

の実施機関（横手市個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和５年横手市条例第 号）第２条第１項の実施機関を

いう。）内において市税等に関する情報を利用し、又は提

供することができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
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議案第３号 

横手市地区交流センター設置条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市地区交流センターを設置するため、条例を制定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市地区交流センター設置条例 

 

 （設置） 

第１条 地域のコミュニティ活動、市民協働活動及び生涯学習活動を推進するため、横手市地区交流

センター（以下「地区交流センター」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 地区交流センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

 （開館時間及び休館日） 

第３条 地区交流センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 

 （使用の許可） 

第４条 地区交流センターを使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可には、地区交流センターの管理上必要な条件を付することができる。 

 （使用の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地区交流センターの使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

（２） 地区交流センター、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがある場合 

（３） 前２号に掲げるもののほか、地区交流センターの管理上支障があると市長が認めた場合 

 （使用料） 

第６条 市長は、地区交流センターを使用するもの（以下「使用者」という。）から別表第２に定め

る使用料を徴収する。 
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 （使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第８条 市長は、既に徴収した使用料を使用者に還付することができない。ただし、使用者の責めに

帰することができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付するこ

とができる。 

 （使用の許可の取消し等） 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、

条件を変更し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じること

があっても、市はその責めを負わない。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた場合 

（３） 使用の許可の条件に違反した場合 

（４） 災害その他の事由により、地区交流センターの使用ができなくなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 

 （指定管理者による管理） 

第１０条 地区交流センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に行わせることができる。この場合において、第４条から前条までの規定は、

適用しない。 

 （指定管理者の業務） 
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第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務 

（２） 地区交流センターの維持管理に関する業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、地区交流センターに関し市長が特に必要と認める業務 

 （指定管理者による管理の基準） 

第１２条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に従って地区交流センターの管理を行わ

なければならない。 

 （利用の許可） 

第１３条 地区交流センターを利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならな

い。 

２ 前項の許可には、地区交流センターの管理上必要な条件を付することができる。 

 （利用の制限） 

第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地区交流センターの利用を許可し

ない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

（２） 地区交流センター、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがある場合 

（３） 前２号に掲げるもののほか、地区交流センターの管理上支障があると指定管理者が認めた

場合 

 （利用料金） 

第１５条 指定管理者は、地区交流センターを利用するもの(以下「利用者」という。)から利用料金
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を徴収する。 

２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号に適合し

ていると認める場合は、同項の承認をしなければならない。 

（１） 別表第２に定める範囲以内であること。 

（２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らして妥当なものであること。 

（３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認をした利用料金を指定管理者に通知するも

のとする。 

５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金を地区交流センターにおいて公衆の見やすいよう

に掲示しておかなければならない。 

 （指定管理者による利用料金の減免） 

第１６条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要があると認めた場合は、利用料金を減額

し、又は免除することができる。 

 （利用料金の不還付） 

第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還付することができない。ただし、利用

者の責めに帰することができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を

還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 
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第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の許可を取

り消し、条件を変更し、又は利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害が生

じることがあっても、市及び指定管理者はその責めを負わない。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合 

（２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた場合 

（３） 利用の許可の条件に違反した場合 

（４） 災害その他の事由により、地区交流センターの利用ができなくなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた場合 

 （原状回復義務） 

第１９条 使用者は、地区交流センターの使用が終わった場合、若しくは第９条の規定により使用の

許可を取り消され、又は停止された場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。 

 （損害賠償） 

第２０条 使用者は、地区交流センター又は備品等を損傷し、又は滅失した場合は、市長の指示する

方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めた場合は、こ

の限りでない。 

 （委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例の施行の前に、附則第８項又は第９項の規定による改正前の各条例又は附則第１１項の

規定による廃止前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の

相当規定によりなされたものとみなす。 

 （横手市横手総合交流促進施設設置条例の一部改正） 

３ 横手市横手総合交流促進施設設置条例（平成１７年横手市条例第２７号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 

改正前 改正後 

（名称及び位置） （名称、位置及び設置目的） 

第２条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 交流施設の名称、位置及び設置目的は、別表第１のと

おりとする。 

名称 位置 

横手市交流促進施設 オアシス館 横手市黒川字館西619番地 

横手市地域農産物等活用型総合交

流促進施設 ふるさと館 

横手市上境字谷地中144番地1 

横手市総合交流促進施設 さかえ 横手市大屋新町字堂ノ前32番地1 

 



- 19 - 

館  

横手市総合交流促進施設 あさく

ら館 

横手市朝倉町6番38号 

横手市総合交流促進施設 旭ふれ

あい館 

横手市猪岡字水上91番地2 

横手市総合交流促進施設 金沢孔

城館 

横手市金沢中野字長持213番地1 

 

（目的）  

第３条 それぞれの交流施設の設置目的は、次のとおりとす

る。 

 

名称 設置目的 

横手市交流促進施設 オアシス館 農業者及び農村と都市の幅広い交

流により、農業農村の活性化を図

る。 

横手市地域農産物等活用型総合交

流促進施設 ふるさと館 

都市住民や近隣消費者及び地域内

住民の地域農産物を利用した幅広

い交流により都市住民の農業理解

度を高めるとともに、消費者等の 
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 ニーズを直ちに、かつ適確に把握

することにより農産物の作付け指

導や生産拡大に努め、もって農業

農村の維持発展を図る。 

横手市総合交流促進施設 さかえ

館 

高齢者の介護予防、農村コミュニ

ティ活動及び健康増進活動を通し

て交流活動を促進し、地域の発展

を図る。 

横手市総合交流促進施設 あさく

ら館 

コミュニティ活動、健康増進活動

及び児童・高齢者福祉活動を通し

て交流を促進し、地域の発展を図

る。 

横手市総合交流促進施設 旭ふれ

あい館 

コミュニティ活動、健康増進活動

及び児童と高齢者の交流活動など

幅広い地域活動を通して、新たな

交流軸を形成するとともに、地域

の元気づくりや活性化を促進し、

発展を図る。 

横手市総合交流促進施設 金沢孔 コミュニティ活動、生涯学習活動 
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城館 などを通して地域住民の交流を促

進するとともに、歴史文化の継承

に努め、地域の発展を図る。 
 

（職員）  

第４条 交流施設に必要な職員を置くことができる。  

 （開館時間及び休館日） 

 第３条 交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第５条 ［略］ 第４条 ［略］ 

（使用の制限） （使用の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合

は、交流施設の使用を許可しない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流

施設の使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると

き。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

（２） 交流施設及び設備等を損傷するおそれがあると

き。 

（２） 交流施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれ

がある場合 

（３） 前２号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支

障があると市長が認めたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支

障があると市長が認めた場合 
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（使用料） （使用料） 

第７条 市長は、交流施設の使用許可を受けたもの（以下「使

用者」という。）から別表に定める使用料を徴収する。 

第６条 市長は、交流施設を使用するもの（以下「使用者」と

いう。）から別表第２に定める使用料を徴収する。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

第７条 市長は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第９条 市長は、既に徴収した使用料を使用者に還付すること

ができない。ただし、使用者の責めに帰することができない

場合その他特に必要があると認めたときは、使用料の全部又

は一部を還付することができる。 

第８条 市長は、既に徴収した使用料を使用者に還付すること

ができない。ただし、使用者の責めに帰することができない

場合その他特に必要があると認めた場合は、使用料の全部又

は一部を還付することができる。 

（目的外使用等の禁止）  

第１０条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又

はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。 

 

（使用の許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第１１条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると

認めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は

使用を停止することができる。この場合において、使用者に

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損
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損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。 害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。 

（１） 使用の許可の条件に違反したとき。 （１） この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場

合 

（２） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと

き。 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

場合 

（３） 災害その他の理由により交流施設の使用ができな

くなったとき。 

（３） 使用の許可の条件に違反した場合 

（４） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

とき。 

（４） 災害その他の理由により交流施設の使用ができな

くなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であ

ると認めたとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認

めた場合 

 （指定管理者による管理） 

 第１０条 交流施設の管理は、法人その他の団体であって市長

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる

ことができる。この場合において、第４条から前条までの規

定は、適用しない。 

 （指定管理者の業務） 

 第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 
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 （１） 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制

限及び停止に関する業務 

 （２） 交流施設の維持管理に関する業務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、交流施設に関し市長

が特に必要と認める業務 

 （指定管理者による管理の基準） 

 第１２条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に

従って交流施設の管理を行わなければならない。 

 （利用の許可） 

 第１３条 交流施設を利用しようとするものは、指定管理者の

許可を受けなければならない。 

 ２ 前項の許可には、交流施設の管理上必要な条件を付するこ

とができる。 

 （利用の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、交流施設の利用を許可しない。 

 （１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

 （２） 交流施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれ
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がある場合 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支

障があると指定管理者が認めた場合 

 （利用料金） 

 第１５条 指定管理者は、交流施設を利用するもの(以下「利

用者」という。)から利用料金を徴収する。 

 ２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて

定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

 ３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申

請に係る利用料金が次の各号に適合していると認める場合

は、同項の承認をしなければならない。 

 （１） 別表第２に定める範囲以内であること。 

 （２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 （３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす

るものでないこと。 

 ４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認をし
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た利用料金を指定管理者に通知するものとする。 

 ５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金を交流施設

において公衆の見やすいように掲示しておかなければならな

い。 

 （指定管理者による利用料金の減免） 

 第１６条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要が

あると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

 （利用料金の不還付） 

 第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還

付することができない。ただし、利用者の責めに帰すること

ができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その

全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 

 第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当

すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、条件を変更

し、又は利用を停止することができる。この場合において、

利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は

その責めを負わない。 
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 （１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

 （２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた

場合 

 （３） 利用の許可の条件に違反した場合 

 （４） 災害その他の事由により、交流施設の利用ができ

なくなった場合 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と

認めた場合 

（原状回復義務） （原状回復義務） 

第１２条 使用者は、交流施設の使用が終わったとき、若しく

は前条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止され

たときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならな

い。 

第１９条 使用者は、交流施設の使用が終わった場合、若しく

は第９条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止さ

れた場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなければなら

ない。 

（損害賠償義務） （損害賠償） 

第１３条 使用者は、交流施設、備品等を損傷し、又は滅失さ

せたときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたとき

は、この限りでない。 

第２０条 使用者は、交流施設又は備品等を損傷し、又は滅失

した場合は、市長の指示する方法でその損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合

は、この限りでない。 
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（委任） （委任） 

第１４条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

 別表第１（第２条関係） 

 名称 位置 設置目的 

横手市交流促進施設 

オアシス館 

横手市黒川字館西619

番地 

農業者及び農村と都

市の幅広い交流によ

り、農業農村の活性

化を図る。 

横手市地域農産物等活

用型総合交流促進施設 

ふるさと館 

横手市上境字谷地中

144番地1 

都市住民や近隣消費

者及び地域内住民の

地域農産物を利用し

た幅広い交流により

都市住民の農業理解

度を高めるととも

に、消費者等のニー

ズを直ちに、かつ適

確に把握することに

より農産物の作付け

指導や生産拡大に努 
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  め、もって農業農村

の維持発展を図る。 

横手市総合交流促進施

設 さかえ館 

横手市大屋新町字堂ノ

前32番地1 

高齢者の介護予防、

農村コミュニティ活

動及び健康増進活動

を通して交流活動を

促進し、地域の発展

を図る。 

横手市総合交流促進施

設 あさくら館 

横手市朝倉町6番38号 コミュニティ活動、

健康増進活動及び児

童・高齢者福祉活動

を通して交流を促進

し、地域の発展を図

る。 

横手市総合交流促進施

設 旭ふれあい館 

横手市猪岡字水上91番

地2 

コミュニティ活動、

健康増進活動及び児

童と高齢者の交流活

動など幅広い地域活

動を通して、新たな 
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  交流軸を形成すると

ともに、地域の元気

づくりや活性化を促

進し、発展を図る。 

横手市総合交流促進施

設 金沢孔城館 

横手市金沢中野字長持

213番地1 

コミュニティ活動、

生涯学習活動などを

通して地域住民の交

流を促進するととも

に、歴史文化の継承

に努め、地域の発展

を図る。 
 

別表（第７条関係） 別表第２（第６条、第１５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

 （横手市増田地区多目的研修センター設置条例の一部改正） 

４ 横手市増田地区多目的研修センター設置条例（平成１７年横手市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 
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改正前 改正後 

 （開館時間及び休館日） 

 第３条 研修センターの開館時間及び休館日は、規則で定め

る。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第３条 ［略］ 第４条 ［略］ 

（使用の制限） （使用の制限） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、研修

センターの使用を許可しない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、研修

センターの使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると

き。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある場合 

（２） 研修センター、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがあるとき。 

（２） 研修センター、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがある場合 

（３） 前２号に掲げるもののほか、研修センターの管理

上支障があると市長が認めたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、研修センターの管理

上支障があると市長が認めた場合 

（使用料） （使用料） 

第５条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（使用料の減免） （使用料の減免） 
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第６条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使

用料を減額し、又は免除することができる。 

第７条 市長は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第７条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（使用許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第８条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損

害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損

害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

したとき。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

（２） 第３条第２項の条件に違反したとき。 （２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

場合 

（３） 災害その他の理由により研修センターを使用させ

ることができなくなったとき。 

（３） 使用の許可の条件に違反した場合 

（４） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

とき。 

（４） 災害その他の理由により研修センターの使用がで

きなくなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた
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とき。 場合 

 （指定管理者による管理） 

 第１０条 研修センターの管理は、法人その他の団体であって

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わ

せることができる。この場合において、第４条から前条まで

の規定は、適用しない。 

 （指定管理者の業務） 

 第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （１） 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制

限及び停止に関する業務 

 （２） 研修センターの維持管理に関する業務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、研修センターに関し

市長が特に必要と認める業務 

 （指定管理者による管理の基準） 

 第１２条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に

従って研修センターの管理を行わなければならない。 

 （利用の許可） 

 第１３条 研修センターを利用しようとするものは、指定管理
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者の許可を受けなければならない。 

 ２ 前項の許可には、研修センターの管理上必要な条件を付す

ることができる。 

 （利用の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、研修センターの利用を許可しない。 

 （１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

 （２） 研修センター、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがある場合 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、研修センターの管理

上支障があると指定管理者が認めた場合 

 （利用料金） 

 第１５条 指定管理者は、研修センターを利用するもの(以下

「利用者」という。)から利用料金を徴収する。 

 ２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて

定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

 ３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申
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請に係る利用料金が次の各号に適合していると認める場合

は、同項の承認をしなければならない。 

 （１） 別表に定める範囲以内であること。 

 （２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 （３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす

るものでないこと。 

 ４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認をし

た利用料金を指定管理者に通知するものとする。 

 ５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金を研修セン

ターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければな

らない。 

 （指定管理者による利用料金の減免） 

 第１６条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要が

あると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

 （利用料金の不還付） 

 第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還
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付することができない。ただし、利用者の責めに帰すること

ができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その

全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 

 第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当

すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、条件を変更

し、又は利用を停止することができる。この場合において、

利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は

その責めを負わない。 

 （１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

 （２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた

場合 

 （３） 利用の許可の条件に違反した場合 

 （４） 災害その他の事由により、研修センターの利用が

できなくなった場合 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と

認めた場合 

（原状回復義務） （原状回復義務） 
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第９条 使用者は、研修センターの使用が終わったとき、若し

くは前条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止さ

れたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければなら

ない。 

第１９条 使用者は、研修センターの使用が終わった場合若し

くは第９条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止

された場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなければな

らない。 

（損害賠償義務） （損害賠償） 

第１０条 使用者は、研修センター又は備品等を損傷し、又は

滅失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しな

ければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めた

ときは、この限りでない。 

第２０条 使用者は、研修センター又は備品等を損傷し、又は

滅失した場合は、市長の指示する方法でその損害を賠償しな

ければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めた

場合は、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第１１条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

別表（第５条関係） 別表（第６条、第１５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

 （横手市女性センター条例の一部改正） 

５ 横手市女性センター条例（平成１７年横手市条例第１７８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 
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改正前 改正後 

（職員） （開館時間及び休館日） 

第３条 女性センターに必要な職員を置く。 第３条 女性センターの開館時間及び休館日は、規則で定め

る。 

（事業）  

第４条 女性センターは、次に掲げる事業を行う。  

（１） 職業に関する相談、指導、講習等に関すること。  

（２） 家庭生活及び一般教養に関する相談、指導、講習

等に関すること。 

 

（３） グループ活動、クラブ活動、レクリエーション活

動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。 

 

（４） 前３号に掲げるもののほか、勤労女性等の保護及

び福祉の増進に必要と認められる事業 

 

（使用者の範囲）  

第５条 女性センターを使用できる者は、市内に居住し、又は

勤務先を有する勤労女性及び市内に居住する勤労者家庭の主

婦（以下「働く女性等」という。）とする。ただし、女性セ

ンターの目的及び運営に支障のない限りにおいて、働く女性
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等以外のものにも使用させることができる。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第６条 女性センターを使用しようとするものは、あらかじめ

市長の許可を受けなければならない。 

第４条 女性センターを使用しようとするものは、市長の許可

を受けなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（使用の制限） （使用の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合

は、女性センターの使用を許可しない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、女性

センターの使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると

き。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

（２） 施設及び設備等を損傷するおそれがあるとき。 （２） 女性センター及び設備等を損傷し、又は滅失する

おそれがある場合 

（３） 前２号に掲げるもののほか、女性センターの運営

上支障があると市長が認めたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、女性センターの管理

上支障があると市長が認めた場合 

（使用料） （使用料） 

第８条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第９条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を 第７条 市長は、特別の事由があると認めた場合は、使用料を
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減額し、又は免除することができる。 減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第１０条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（目的外使用の禁止）  

第１１条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又

はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

 

（使用許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第１２条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると

認めた場合は、使用許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者にお

いて損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わな

い。 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損

害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。 

（１） 使用許可の条件に違反したとき。 （１） この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場

合 

（２） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと

き。 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

場合 

（３） 災害その他の理由により女性センターの使用がで

きなくなったとき。 

（３） 使用許可の条件に違反した場合 
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（４） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

とき。 

（４） 災害その他の事由により、女性センターの使用が

できなくなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があ

ると認めたとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた

場合 

 （指定管理者による管理） 

 第１０条 女性センターの管理は、法人その他の団体であって

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わ

せることができる。この場合において、第４条から前条まで

の規定は、適用しない。 

 （指定管理者の業務） 

 第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （１） 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制

限及び停止に関する業務 

 （２） 女性センターの維持管理に関する業務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、女性センターに関し

市長が特に必要と認める業務 

 （指定管理者による管理の基準） 

 第１２条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に
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従って女性センターの管理を行わなければならない。 

 （利用の許可） 

 第１３条 女性センターを利用しようとするものは、指定管理

者の許可を受けなければならない。 

 ２ 前項の許可には、女性センターの管理上必要な条件を付す

ることができる。 

 （利用の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、女性センターの利用を許可しない。 

 （１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

 （２） 女性センター、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがある場合 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、女性センターの管理

上支障があると指定管理者が認めた場合 

 （利用料金） 

 第１５条 指定管理者は、女性センターを利用するもの(以下

「利用者」という。)から利用料金を徴収する。 

 ２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて
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定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

 ３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申

請に係る利用料金が次の各号に適合していると認める場合

は、同項の承認をしなければならない。 

 （１） 別表に定める範囲以内であること。 

 （２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 （３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす

るものでないこと。 

 ４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認をし

た利用料金を指定管理者に通知するものとする。 

 ５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金を女性セン

ターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければな

らない。 

 （指定管理者による利用料金の減免） 

 第１６条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要が

あると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 
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 （利用料金の不還付） 

 第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還

付することができない。ただし、利用者の責めに帰すること

ができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その

全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 

 第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当

すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、条件を変更

し、又は利用を停止することができる。この場合において、

利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は

その責めを負わない。 

 （１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

 （２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた

場合 

 （３） 利用の許可の条件に違反した場合 

 （４） 災害その他の事由により、女性センターの利用が

できなくなった場合 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と
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認めた場合 

（原状回復義務） （原状回復義務） 

第１３条 使用者は、女性センターの使用を終了したとき、若

しくは前条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止

されたときは、直ちに使用設備を原状に回復しなければなら

ない。 

第１９条 使用者は、女性センターの使用が終わった場合若し

くは第９条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止

された場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなければな

らない。 

（損害賠償義務） （損害賠償） 

第１４条 使用者は、女性センター、備品等を損傷し、又は滅

失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたと

きは、この限りでない。 

第２０条 使用者は、女性センター又は備品等を損傷し、又は

滅失した場合は、市長の指示する方法でその損害を賠償しな

ければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めた

場合は、この限りでない。 

（運営委員会） （運営委員会） 

第１５条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第１６条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

別表（第８条関係） 別表（第６条、第１５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  



- 46 - 

 （横手市農村環境改善センター設置条例の一部改正） 

６ 横手市農村環境改善センター設置条例（平成１７年横手市条例第２０５号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 

改正前 改正後 

 （開館時間及び休館日） 

 第３条 環境改善センターの開館時間及び休館日は、規則で定

める。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第３条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 前項の許可には、環境改善センターの管理及び運営上必要

な条件を付けることができる。 

２ 前項の許可には、環境改善センターの管理上必要な条件を

付けることができる。 

（使用の制限） （使用の制限） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、環境

改善センターの使用を許可しない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、環境

改善センターの使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると

き。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 
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（２） 環境改善センター、備品等を損傷し、又は滅失す

るおそれがあるとき。 

（２） 環境改善センター、備品等を損傷し、又は滅失す

るおそれがある場合 

（３） 営利及び宣伝を目的とするとき。 （３） 営利及び宣伝を目的とする場合 

（４） 前３号に掲げるもののほか、環境改善センターの

管理上支障があると市長が認めたとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、環境改善センターの

管理上支障があると市長が認めた場合 

（使用料） （使用料） 

第５条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第６条 ［略］ 第７条 ［略］ 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第７条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（使用の許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第８条 ［略］ 第９条 ［略］ 

 （指定管理者による管理） 

 第１０条 環境改善センターの管理は、法人その他の団体であ

って市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。この場合において、第４条から前条

までの規定は、適用しない。 
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 （指定管理者の業務） 

 第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （１） 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制

限及び停止に関する業務 

 （２） 環境改善センターの維持管理に関する業務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、環境改善センターに

関し市長が特に必要と認める業務 

 （指定管理者による管理の基準） 

 第１２条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に

従って環境改善センターの管理を行わなければならない。 

 （利用の許可） 

 第１３条 環境改善センターを利用しようとするものは、指定

管理者の許可を受けなければならない。 

 ２ 前項の許可には、環境改善センターの管理上必要な条件を

付することができる。 

 （利用の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、環境改善センターの利用を許可しない。 
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 （１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

 （２） 環境改善センター、備品等を損傷し、又は滅失す

るおそれがある場合 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、環境改善センターの

管理上支障があると指定管理者が認めた場合 

 （利用料金） 

 第１５条 指定管理者は、環境改善センターを利用するもの

(以下「利用者」という。)から利用料金を徴収する。 

 ２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて

定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

 ３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申

請に係る利用料金が次の各号に適合していると認める場合

は、同項の承認をしなければならない。 

 （１） 別表に定める範囲以内であること。 

 （２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 （３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす
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るものでないこと。 

 ４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認をし

た利用料金を指定管理者に通知するものとする。 

 ５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金を環境改善

センターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなけれ

ばならない。 

 （指定管理者による利用料金の減免） 

 第１６条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要が

あると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

 （利用料金の不還付） 

 第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還

付することができない。ただし、利用者の責めに帰すること

ができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その

全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 

 第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当

すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、条件を変更

し、又は利用を停止することができる。この場合において、
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利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は

その責めを負わない。 

 （１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

 （２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた

場合 

 （３） 利用の許可の条件に違反した場合 

 （４） 災害その他の事由により、環境改善センターの利

用ができなくなった場合 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と

認めた場合 

（原状回復義務） （原状回復義務） 

第９条 使用者は、環境改善センターの使用が終わったとき、

若しくは前条の規定により使用の許可を取り消され、又は停

止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければ

ならない。 

第１９条 使用者は、環境改善センターの使用が終わった場合

若しくは第９条の規定により使用の許可を取り消され、又は

停止された場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなけれ

ばならない。 

（損害賠償義務） （損害賠償） 

第１０条 環境改善センターを使用する者は、施設又はその附 第２０条 使用者は、環境改善センター又は備品等を損傷し、
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帯設備を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方

法で賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると

認めたときは、この限りでない。 

又は滅失した場合は、市長の指示する方法でその損害を賠償

しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認

めた場合は、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第１１条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

別表（第５条関係） 別表（第６条、第１５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

 （横手市農村体験学習施設設置条例の一部改正） 

７ 横手市農村体験学習施設設置条例（平成１７年横手市条例第２０６号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 

改正前 改正後 

（職員） （開館時間及び休館日） 

第３条 体験学習施設に必要な職員を置くことができる。 第３条 体験学習施設の開館時間及び休館日は、規則で定め

る。 

（使用の許可） （使用の許可） 
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第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 市長は、前項の許可に体験学習施設の管理運営上必要な条

件を付することができる。 

２ 市長は、前項の許可に体験学習施設の管理上必要な条件を

付することができる。 

（使用の制限） （使用の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体験

学習施設の使用を許可しない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体験

学習施設の使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると

き。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

（２） 体験学習施設、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがあるとき。 

（２） 体験学習施設、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがある場合 

（３） 営利及び宣伝を目的とするとき。 （３） 営利及び宣伝を目的とする場合 

（４） 前３号に定めるもののほか、体験学習施設の管理

上支障があると市長が認めたとき。 

（４） 前３号に定めるもののほか、体験学習施設の管理

上支障があると市長が認めた場合 

  

（使用の許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損
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害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。 害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

したとき。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

とき。 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

場合 

（３） 使用の許可の条件に違反したとき。 （３） 使用の許可の条件に違反した場合 

（４） 災害その他の事由により、体験学習施設の使用が

できなくなったとき。 

（４） 災害その他の事由により、体験学習施設の使用が

できなくなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた

とき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた

場合 

 （指定管理者による管理） 

 第１０条 体験学習施設の管理は、法人その他の団体であって

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わ

せることができる。この場合において、第４条から前条まで

の規定は、適用しない。 

 （指定管理者の業務） 

 第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （１） 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制
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限及び停止に関する業務 

 （２） 体験学習施設の維持管理に関する業務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、体験学習施設に関し

市長が特に必要と認める業務 

 （指定管理者による管理の基準） 

 第１２条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に

従って体験学習施設の管理を行わなければならない。 

 （利用の許可） 

 第１３条 体験学習施設を利用しようとするものは、指定管理

者の許可を受けなければならない。 

 ２ 前項の許可には、体験学習施設の管理上必要な条件を付す

ることができる。 

 （利用の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、体験学習施設の利用を許可しない。 

 （１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

 （２） 体験学習施設、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがある場合 
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 （３） 前２号に掲げるもののほか、体験学習施設の管理

上支障があると指定管理者が認めた場合 

 （利用料金） 

 第１５条 指定管理者は、体験学習施設を利用するもの(以下

「利用者」という。)から利用料金を徴収する。 

 ２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて

定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

 ３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申

請に係る利用料金が次の各号に適合していると認める場合

は、同項の承認をしなければならない。 

 （１） 別表に定める範囲以内であること。 

 （２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 （３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす

るものでないこと。 

 ４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認をし

た利用料金を指定管理者に通知するものとする。 
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 ５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金を体験学習

施設において公衆の見やすいように掲示しておかなければな

らない。 

 （指定管理者による利用料金の減免） 

 第１６条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要が

あると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

 （利用料金の不還付） 

 第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還

付することができない。ただし、利用者の責めに帰すること

ができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その

全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 

 第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当

すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、条件を変更

し、又は利用を停止することができる。この場合において、

利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は

その責めを負わない。 

 （１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反
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した場合 

 （２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた

場合 

 （３） 利用の許可の条件に違反した場合 

 （４） 災害その他の事由により、体験学習施設の利用が

できなくなった場合 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と

認めた場合 

（原状回復義務） （原状回復義務） 

第１０条 使用者は、体験学習施設の使用が終わったとき、若

しくは前条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止

されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければな

らない。 

第１９条 使用者は、体験学習施設の使用が終わった場合若し

くは第９条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止

された場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなければな

らない。 

（損害賠償義務） （損害賠償） 

第１１条 使用者は、体験学習施設又は備品等を損傷し、又は

滅失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しな

ければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めた

ときは、この限りでない。 

第２０条 使用者は、体験学習施設又は備品等を損傷し、又は

滅失した場合は、市長の指示する方法でその損害を賠償しな

ければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めた

場合は、この限りでない。 
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（委任） （委任） 

第１２条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

別表（第６条関係） 別表（第６条、第１５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

（横手市集落多目的共同利用施設等設置条例の一部改正） 

８ 横手市集落多目的共同利用施設等設置条例（平成１７年横手市条例第２１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

 ［略］ 

横手市二井山地区農村集落多目的

共同利用施設 

 ［略］ 

横手市大沢地区農村集落多目的セ

ンター 

横手市雄物川町大沢字大沢182番

地 

名称 位置 

 ［略］ 

横手市二井山地区農村集落多目的

共同利用施設 

 ［略］ 
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 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 横手市大沢地区農村集落多目的センター  

（消費税を含む。）  

区分 単位 使用料の額 

ホール 1時間につき 400円 

和室研修室（1） 200円 

和室研修室（2） 200円 
 

 

備考  

１ 使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た

額とする。 

 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを

１時間とする。 

 

  

 （横手市コミュニティセンター設置条例の一部改正） 

９ 横手市コミュニティセンター設置条例（平成１７年横手市条例第２９７号）の一部を次のように
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改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 

改正前 改正後 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとお

りとする。 

第２条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

横手市雄物川コミュニティセンタ

ー 

横手市雄物川町沼館字高畑３３８

番地 

横手市大森コミュニティセンター 横手市大森町字大中島２７６番地 

横手市十文字コミュニティセンタ

ー 

横手市十文字町字海道下１２番地

５ 
 

 

 （１） 名称 横手市雄物川コミュニティセンター 

 （２） 位置 横手市雄物川町沼館字高畑３３８番地 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

１ 雄物川コミュニティセンター  

［略］ ［略］ 
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２ 大森コミュニティセンター  

（消費税を含む。）  

区分 単位 使用料の額 

老人憩いの室 1時間につき 100円 

婦人室 100円 

青年室 100円 

視聴覚室 100円 

ホール 200円 
 

 

備考  

１ 使用者が市外に住所を有する場合における使用料の 

額は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて 

得た額とする。 

 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これ 

を１時間とする。 

 

３ 十文字コミュニティセンター   

（消費税を含む）  

区分 単位 使用料の額 

交流ホール1 営利を目的としない場 1時間に 250円 
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合 つき  

営利を目的とする場合 750円 

交流ホール2 営利を目的としない場

合 

250円 

営利を目的とする場合 750円 

交流ホール3 営利を目的としない場

合 

250円 

営利を目的とする場合 750円 

スタジオ1 営利を目的としない場

合 

100円 

営利を目的とする場合 300円 

スタジオ2 営利を目的としない場

合 

100円 

営利を目的とする場合 300円 

スタジオ3 営利を目的としない場

合 

100円 

営利を目的とする場合 300円 

和室1 営利を目的としない場 100円 
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 合  

 営利を目的とする場合 300円 

和室2 営利を目的としない場

合 

 100円 

営利を目的とする場合  300円 

研修室 営利を目的としない場

合 

 100円 

営利を目的とする場合  300円 

調理実習室 営利を目的としない場

合 

 150円 

営利を目的とする場合 450円 
 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に 

住所を有する場合における使用料の額は、この表に定 

める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これ 

を１時間とする。 
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 （横手市大雄交流研修館設置条例の一部改正） 

１０ 横手市大雄交流研修館設置条例（平成１７年横手市条例第２０９号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 

改正前 改正後 

（職員） （開館時間及び休館日） 

第３条 交流館に必要な職員を置くことができる。 第３条 交流館の開館時間及び休館日は、規則で定める。 

  

（使用の制限） （使用の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流

館の使用を許可しない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流

館の使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると

き。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

（２） 交流館、備品等を損傷し、又は滅失するおそれが

あるとき。 

（２） 交流館、備品等を損傷し、又は滅失するおそれが

ある場合 

（３） 前２号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障

があると市長が認めたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障

があると市長が認めた場合 
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（使用料の減免） （使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

第７条 市長は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

  

（使用の許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損

害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認

めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使

用を停止することができる。この場合において、使用者に損

害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

したとき。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

とき。 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

場合 

（３） 使用の許可の条件に違反したとき。 （３） 使用の許可の条件に違反した場合 

（４） 災害その他の事由により、交流館の使用ができな

くなったとき。 

（４） 災害その他の事由により、交流館の使用ができな

くなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた
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とき。 場合 

 （指定管理者による管理） 

 第１０条 交流館の管理は、法人その他の団体であって市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるこ

とができる。この場合において、第４条から前条までの規定

は、適用しない。 

 （指定管理者の業務） 

 第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （１） 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制

限及び停止に関する業務 

 （２） 交流館の維持管理に関する業務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、交流館に関し市長が

特に必要と認める業務 

 （指定管理者による管理の基準） 

 第１２条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に

従って交流館の管理を行わなければならない。 

 （利用の許可） 

 第１３条 交流館を利用しようとするものは、指定管理者の許
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可を受けなければならない。 

 ２ 前項の許可には、交流館の管理上必要な条件を付すること

ができる。 

 （利用の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、交流館の利用を許可しない。 

 （１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

 （２） 交流館、備品等を損傷し、又は滅失するおそれが

ある場合 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障

があると指定管理者が認めた場合 

 （利用料金） 

 第１５条 指定管理者は、交流館を利用するもの(以下「利用

者」という。)から利用料金を徴収する。 

 ２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて

定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

 ３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申
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請に係る利用料金が次の各号に適合していると認める場合

は、同項の承認をしなければならない。 

 （１） 別表に定める範囲以内であること。 

 （２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 （３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす

るものでないこと。 

 ４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認をし

た利用料金を指定管理者に通知するものとする。 

 ５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金を交流館に

おいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならな

い。 

 （指定管理者による利用料金の減免） 

 第１６条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要が

あると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

 （利用料金の不還付） 

 第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還
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付することができない。ただし、利用者の責めに帰すること

ができない場合その他特に必要があると認めた場合は、その

全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 

 第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当

すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、条件を変更

し、又は利用を停止することができる。この場合において、

利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は

その責めを負わない。 

 （１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

 （２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた

場合 

 （３） 利用の許可の条件に違反した場合 

 （４） 災害その他の事由により、交流館の利用ができな

くなった場合 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と

認めた場合 

（原状回復義務） （原状回復義務） 
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第１０条 使用者は、交流館の使用が終わったとき、若しくは

前条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止された

ときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならな

い。 

第１９条 使用者は、交流館の使用が終わった場合若しくは第

９条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止された

場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならな

い。 

（損害賠償義務） （損害賠償） 

第１１条 使用者は、交流館、備品等を損傷し、又は滅失した

ときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければな

らない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、

この限りでない。 

第２０条 使用者は、交流館又は備品等を損傷し、又は滅失し

た場合は、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長が特別な事由があると認めた場合

は、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第１２条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

別表（第６条関係） 別表（第６条、第１５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

 （横手市増田町地域センター設置条例等の廃止） 

１１ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 横手市増田町地域センター設置条例（平成１７年横手市条例第３１号） 

（２） 横手市雄物川福地コミュニティセンター設置条例（令和元年横手市条例第３９号） 

（３） 横手市雄物川共同福祉施設設置条例（平成１７年横手市条例第１８０号） 
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（４） 横手市生涯学習センター設置条例（平成１７年横手市条例第２８８号） 

（５） 横手市公民館設置条例（平成１７年横手市条例第２９４号） 

（６） 横手市吉田地区生涯学習センター設置条例（平成１７年横手市条例第２９６号） 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

横手市横手中央地区交流センター 横手市本町３番３０号 

横手市朝倉地区交流センター 横手市朝倉町６番３８号 

横手市旭地区交流センター 横手市猪岡字水上９１番地２ 

横手市栄地区交流センター 横手市大屋新町字堂ノ前３２番地１ 

横手市境町地区交流センター 横手市上境字谷地中１４４番地１ 

横手市黒川地区交流センター 横手市黒川字館西６１９番地 

横手市金沢地区交流センター 横手市金沢中野字長持２１３番地１ 

横手市増田地区交流センター 横手市増田町増田字土肥館１７３番地 

横手市亀田地区交流センター 横手市増田町亀田字半助村７０番地 

横手市西成瀬地区交流センター 横手市増田町荻袋字真当７２番地 

横手市狙半内地区交流センター 横手市増田町狙半内字七曲下１０１番地 

横手市浅舞地区交流センター 横手市平鹿町浅舞字覚町後１４０番地 

横手市浅舞地区交流センター蛭野分館 横手市平鹿町浅舞字釜池１７５番地 
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横手市浅舞地区交流センター樽見内分館 横手市平鹿町樽見内字扇田８３番地２ 

横手市吉田地区交流センター 横手市平鹿町上吉田字吉田９５番地３ 

横手市吉田地区交流センター分館 横手市平鹿町上吉田字田ノ植８７番地 

横手市醍醐地区交流センター 横手市平鹿町醍醐字四ツ屋７６番地 

横手市沼館地区交流センター 横手市雄物川町沼館字沼館１４０番地１ 

横手市里見地区交流センター 横手市雄物川町東里字東里１７３番地２ 

横手市福地地区交流センター 横手市雄物川町柏木字後田７番地 

横手市大沢地区交流センター 横手市雄物川町大沢字大沢１８２番地 

横手市館合地区交流センター 横手市雄物川町薄井字薄井６０番地 

横手市館合地区交流センターつきの木館 横手市雄物川町薄井字下小出７０番地 

横手市大森地区交流センター 横手市大森町字大中島２７６番地 

横手市大森地区交流センター分館 横手市大森町字大森１４５番地 

横手市八沢木地区交流センター 横手市大森町八沢木字中房２９番地 

横手市ほろわ地区交流センター 横手市大森町八沢木字前田３３番地２ 

横手市川西地区交流センター 横手市大森町袴形字東神成３０９番地 

横手市十文字地区交流センター 横手市十文字町字海道下１２番地５ 

横手市三重地区交流センター 横手市十文字町十五野新田字増田道東２９番地２２ 
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横手市十文字西地区交流センター 横手市十文字町植田字一ト市３３０番地 

横手市山内地区交流センター 横手市山内土渕字二瀬８番地４ 

横手市山内地区交流センター筏分館 横手市山内筏字久保５番地 

横手市大雄地区交流センター 横手市大雄字本庄道下１０番地 

別表第２（第６条、第１５条関係） 

１ 横手市亀田地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

体育館 営利を目的としない場合 １時間につき ３５０円 

 営利を目的とする場合  ３，０５０円 

地域交流室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

小会議室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

和室（１） 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

和室（２） 営利を目的としない場合  １５０円 



- 75 - 

営利を目的とする場合  ４５０円 

ホール 営利を目的としない場合  ６００円 

営利を目的とする場合  １，８００円 

音楽室 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

工芸室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

調理室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

児童館（１） 営利を目的としない場合  ２５０円 

営利を目的とする場合  ７５０円 

児童館（２） 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 
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２ 横手市西成瀬地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

体育館 営利を目的としない場合 １時間につき ４００円 

営利を目的とする場合  ３，４００円 

ホール 営利を目的としない場合  ６５０円 

営利を目的とする場合  １，９５０円 

１階和室（１） 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

１階和室（２） 営利を目的としない場合  １５０円 

 営利を目的とする場合  ４５０円 

１階地域交流室 営利を目的としない場合  ３００円 

営利を目的とする場合  ９００円 

２階工芸室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

２階調理室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 
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２階音楽室（１） 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

２階音楽室（２） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

３ 横手市狙半内地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

学習交流室 営利を目的としない場合 １時間につき ２５０円 

営利を目的とする場合  ７５０円 

和室 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

体育館 営利を目的としない場合  ３５０円 

営利を目的とする場合  ３，２００円 

備考 
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１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

４ 横手市浅舞地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

第１研修室 営利を目的としない場合 １時間につき ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第２研修室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

視聴覚室 営利を目的としない場合  ２５０円 

 営利を目的とする場合  ７５０円 

茶・華道教室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

講堂 営利を目的としない場合  ９５０円 

営利を目的とする場合  ２，８５０円 

控室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 
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備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

５ 横手市浅舞地区交流センター蛭野分館 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

和室 営利を目的としない場合 １時間につき ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

調理室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

視聴覚室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

会議室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

体育館 営利を目的としない場合  ３００円 

 営利を目的とする場合  ２，６５０円 

備考 
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１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

６ 横手市浅舞地区交流センター樽見内分館 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

会議室 営利を目的としない場合 １時間につき ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第１研修室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第２研修室 営利を目的としない場合  ２００円 

 営利を目的とする場合  ６００円 

調理実習室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 
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７ 横手市吉田地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

第１研修室 営利を目的としない場合 １時間につき ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第２研修室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第３研修室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第１会議室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第２会議室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

体験学習室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

調理実習室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 
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多目的ホール 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

８ 横手市吉田地区交流センター分館 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

講堂 営利を目的としない場合 １時間につき ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

研修室（１） 営利を目的としない場合  ２００円 

 営利を目的とする場合  ６００円 

研修室（２） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

調理室 営利を目的としない場合  ２００円 

 営利を目的とする場合  ６００円 

視聴覚室 営利を目的としない場合  ２００円 
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営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

９ 横手市醍醐地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

第１研修室 営利を目的としない場合 １時間につき ２００円 

営利を目的とする場合  ６５０円 

藍染工房 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

調理実習室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

第１会議室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

体験学習室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 
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アリーナ 営利を目的としない場合  ３００円 

営利を目的とする場合  ３，４５０円 

第２研修室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ７００円 

第２会議室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

視聴覚室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

多目的ホール 営利を目的としない場合  ３００円 

営利を目的とする場合  ９００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１０ 横手市沼館地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

視聴覚室 営利を目的としない場合 １時間につき １，６５０円 
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営利を目的とする場合  ４，９５０円 

多目的室 営利を目的としない場合  ９００円 

営利を目的とする場合  ２，７００円 

和室 営利を目的としない場合  ４００円 

営利を目的とする場合  １，２００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１１ 横手市里見地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

ホール 営利を目的としない場合 １時間につき ４００円 

営利を目的とする場合  １，２００円 

和室研修室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

視聴覚室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 
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備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１２ 横手市福地地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

多目的室A 営利を目的としない場合 １時間につき ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

多目的室B 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

和室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

調理室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

体育館 営利を目的としない場合  ６００円 

 営利を目的とする場合  １，８００円 

備考 
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１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１３ 横手市大沢地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

ホール 営利を目的としない場合 １時間につき ４００円 

営利を目的とする場合  １，２００円 

和室研修室（１） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

和室研修室（２） 営利を目的としない場合  ２００円 

 営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１４ 横手市館合地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 
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ホール 営利を目的としない場合 １時間につき ４００円 

営利を目的とする場合  １，２００円 

和室研修室（１） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

和室研修室（２） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

研修室（３） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

視聴覚室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１５ 横手市館合地区交流センターつきの木館 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

体育室 営利を目的としない場合 １時間につき ６００円 
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 営利を目的とする場合  ２，８５０円 

研修室（１） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

研修室（２） 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１６ 横手市大森地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

老人憩いの室 営利を目的としない場合 １時間につき １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

婦人室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

青年室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 
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視聴覚室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

ホール 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１７ 横手市大森地区交流センター分館 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

第１学習室 営利を目的としない場合 １時間につき １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

第２学習室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

第１研修室 営利を目的としない場合  １００円 

 営利を目的とする場合  ３００円 

第２研修室 営利を目的としない場合  １００円 
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営利を目的とする場合  ３５０円 

会議室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

調理実習室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１８ 横手市八沢木地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

第１学習室 営利を目的としない場合 １時間につき １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

第２学習室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

講堂 営利を目的としない場合  ３００円 

営利を目的とする場合  １，０５０円 
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調理実習室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

１９ 横手市ほろわ地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

多目的室 営利を目的としない場合 １時間につき １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

交流室 営利を目的としない場合  ２００円 

営利を目的とする場合  ６００円 

調理体験室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３５０円 

軽スポーツ交流ホ 営利を目的としない場合  ２００円 

ール 営利を目的とする場合  ６００円 

地域文化伝承交流 営利を目的としない場合  １００円 
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室 営利を目的とする場合  ４５０円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

２０ 横手市十文字地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

交流ホール１ 営利を目的としない場合 １時間につき ２５０円 

営利を目的とする場合  ７５０円 

交流ホール２ 営利を目的としない場合  ２５０円 

 営利を目的とする場合  ７５０円 

交流ホール３ 営利を目的としない場合  ２５０円 

営利を目的とする場合  ７５０円 

スタジオ１ 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

スタジオ２ 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 
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スタジオ３ 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

和室１ 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

和室２ 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

研修室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

調理実習室 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

２１ 横手市十文字西地区交流センター 

（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

研修室Ａ 営利を目的としない場合 １時間につき １５０円 
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営利を目的とする場合  ４５０円 

研修室Ｂ 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

視聴覚室 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

調理実習室 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

会議室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

小会議室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

展示ホール 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ４５０円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額

は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 

２２ 横手市山内地区交流センター 
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（消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

研修室Ａ 営利を目的としない場合 １時間につき １００円 

営利を目的とする場合  ５００円 

研修室Ｂ 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

調理実習室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ７００円 

和室 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  ６５０円 

ホールＡ 営利を目的としない場合  １５０円 

営利を目的とする場合  １，８５０円 

ホールＢ 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  １，１００円 

会議室 営利を目的としない場合  １００円 

営利を目的とする場合  ３００円 

備考 

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額
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は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間とする。 
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議案第４号 

   督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 督促手数料を全庁的に廃止し、徴収事務の効率化を図るため、条例を制定したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （横手市債権の管理等に関する条例の一部改正） 

第１条 横手市債権の管理等に関する条例（平成２８年横手市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促） （督促） 

第９条 市長等は、市の債権について納期限を経過してもなお

納付されないときは、債務者に対して期限を指定してこれを

督促しなければならない。 

第９条 市長等は、市の債権について納期限を経過してもなお

納付されないときは、法令の定めるところにより、債務者に

対して期限を指定してこれを督促しなければならない。 

２ 市長等は、前項の規定により督促状を発行したとき（公債

権に係るものに限る。）は、１通につき１００円の督促手数

料を徴収するものとする。 

 

  

 （横手市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第２条 横手市市税賦課徴収条例（平成１７年横手市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
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改正前 改正後 

（用語） （用語） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

（１） 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をい

う。 

（１） 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員 

（２） 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少

申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をい

う。 

（２） 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、

不申告加算金、重加算金及び滞納処分費 

（３） 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文

書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称

並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な

事項を記載するものをいう。 

（３） 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文

書であって、市が作成する用紙に納税者の住所及び氏名又

は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について

必要な事項を記載したもの 

（４） 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために

用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所

及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納

入について必要な事項を記載するものをいう。 

（４） 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために

用いる文書であって、市が作成する用紙に特別徴収義務者

の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額そ

の他納入について必要な事項を記載したもの 
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（督促手数料）  

第２１条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促

状１通について、１００円の督促手数料を徴収しなければな

らない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合にお

いては、これを徴収しない。 

第２１条及び第２２条 削除 

第２２条 削除  

  

 （横手市行政財産使用料条例の一部改正） 

第３条 横手市行政財産使用料条例（平成１７年横手市条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促手数料及び延滞金）  

第６条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、

納付すべき期限を指定した督促状を、納付期限経過後２０日

以内に発行して督促する。 

 

２ 前項の規定による督促をした場合における督促手数料及び

延滞金の徴収については、横手市債権の管理等に関する条例

（平成２８年横手市条例第２号）の規定を適用する。 
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（委任） （委任） 

第７条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（過料） （過料） 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

  

 （横手市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第４条 横手市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年横手市条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（保険料の督促手数料）  

第５条 保険料の督促手数料は、督促状１通について、１００

円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合にお

いては、これを徴収しない。 

 

（延滞金） （延滞金） 

第６条 ［略］ 第５条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第７条 ［略］ 第６条 ［略］ 
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（罰則） （罰則） 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

第９条 ［略］ 第８条 ［略］ 

第１０条 ［略］ 第９条 ［略］ 

   附 則    附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第６条第１項に規定する延滞金の年１４．６パ

ーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定

にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パー

セントの割合に満たない場合には、その年中においては、年１

４．６パーセントの割合にあってはその年における延滞金特

例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割

合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割

合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パ

ーセントの割合）とする。 

２ 当分の間、第５条第１項に規定する延滞金の年１４．６パ

ーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定

にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パー

セントの割合に満たない場合には、その年中においては、年１

４．６パーセントの割合にあってはその年における延滞金特

例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割

合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割

合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パ

ーセントの割合）とする。 
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 （横手市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の一部改正） 

第５条 横手市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例（平成１７年横手市条例第１５９号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促等）  

第１１条 市長は、分担金、増嵩経費及び使用料を納付期日ま

でに納付しない者があるときは、納付期限後２０日以内に、

督促状を発行して督促するものとする。 

 

２ 分担金及び増嵩経費の督促状を発行した場合の督促手数料

及び延滞金は、横手市債権の管理等に関する条例（平成２８

年横手市条例第２号）の規定を適用する。 

 

（徴収の猶予及び減免） （徴収の猶予及び減免） 

第１２条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

（電気料金及び水道料金の負担） （電気料金及び水道料金の負担） 

第１３条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

（資料の提出） （資料の提出） 
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第１４条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

（保管義務等） （保管義務等） 

第１５条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

（修繕費用等の負担） （修繕費用等の負担） 

第１６条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

（住宅等所有者の地位の承継） （住宅等所有者の地位の承継） 

第１７条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第１８条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

（罰則） （罰則） 

第１９条 ［略］ 第１８条 ［略］ 

  

 （横手市介護保険条例の一部改正） 

第６条 横手市介護保険条例（平成１７年横手市条例第１７２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（介護保険料の督促手数料）  
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第２５条 保険料の督促手数料は、督促状１通につき１００円

とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合にお

いては、これを徴収しない。 

第２５条 削除 

  

 （横手市土地改良事業分担金徴収条例の一部改正） 

第７条 横手市土地改良事業分担金徴収条例（平成２９年横手市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促手数料及び延滞金）  

第７条 分担金に係る督促手数料及び延滞金の徴収について

は、横手市債権の管理等に関する条例（平成２８年横手市条

例第２号）の規定を適用する。 

 

（委任） （委任） 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

  

 （横手市牧野条例の一部改正） 

第８条 横手市牧野条例（平成１７年横手市条例第２４８号）の一部を次のように改正する。 
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 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（使用料の納付）  

第８条 使用料は、市長の指定する期日までに納付するものと

する。 

 

２ 正当な理由なくして使用料を期日までに納付しない場合

は、延滞金額を加算して徴収することができる。 

 

３ 延滞金の徴収は、横手市債権の管理等に関する条例（平成

２８年横手市条例第２号）の規定を適用する。 

 

（督促料）  

第９条 期日までに納付しない場合は、督促状を発する。この

場合において、督促手数料は、横手市債権の管理等に関する

条例の規定を適用する。 

 

（使用者の違反等に対する措置） （使用者の違反等に対する措置） 

第１０条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（牧野の管理の原則） （牧野の管理の原則） 

第１１条 ［略］ 第９条 ［略］ 

（放牧計画） （放牧計画） 
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第１２条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

（草種及び草生改良計画） （草種及び草生改良計画） 

第１３条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

（牧野の保護） （牧野の保護） 

第１４条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

（牧野の施設） （牧野の施設） 

第１５条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第１６条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

（指定管理者の業務） （指定管理者の業務） 

第１７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

この場合において、第４条、第５条第１項、第７条、第８

条、第１０条、第１１条及び第１４条中「使用する」とある

のは「利用する」と、「市長」とあるのは「指定管理者」

と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあ

るのは「利用者」と読み替えるものとする。 

第１５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

この場合において、第４条、第５条第１項、第７条、第８

条、第９条及び第１２条中「使用する」とあるのは「利用す

る」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」

とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用

者」と読み替えるものとする。 

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］ 

（指定管理者による管理の基準） （指定管理者による管理の基準） 
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第１８条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

（損害賠償義務） （損害賠償義務） 

第１９条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第２０条 ［略］ 第１８条 ［略］ 

  

 （横手市道路占用等に関する条例の一部改正） 

第９条 横手市道路占用等に関する条例（平成１７年横手市条例第２５０号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促手数料及び延滞金）  

第５条 督促手数料及び延滞金の徴収については、横手市債権

の管理等に関する条例（平成２８年横手市条例第２号）の規

定を適用する。 

 

（権利の譲渡及び貸与） （権利の譲渡及び貸与） 

第６条 ［略］ 第５条 ［略］ 

（地位の承継） （地位の承継） 
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第７条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（承認又は許可の取消し等） （承認又は許可の取消し等） 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

（原状回復） （原状回復） 

第９条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第１０条 ［略］ 第９条 ［略］ 

（罰則） （罰則） 

第１１条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

  

 （横手市営住宅管理条例の一部改正） 

第１０条 横手市営住宅管理条例（平成１７年横手市条例第２５４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促）  

第１７条 家賃を前条第２項の納期限までに納付しない者があ

るときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければな

らない。 

第１７条 削除 
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 （横手市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正） 

第１１条 横手市特定公共賃貸住宅管理条例（平成１７年横手市条例第２５６号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促）  

第１６条 家賃を前条第２項の納期限までに納付しない者があ

るときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければな

らない。 

第１６条 削除  

  

 （横手都市計画事業三枚橋地区土地区画整理事業施行条例の一部改正） 

第１２条 横手都市計画事業三枚橋地区土地区画整理事業施行条例（平成１７年横手市条例第２６５

号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促手数料及び延滞金） （延滞金） 

第２８条 第２５条又は第２６条の規定により徴収する清算金 第２８条 第２５条又は第２６条の規定により徴収する清算金
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を滞納した者に督促状を発した場合において、１通につき土

地区画整理法施行規則（昭和３０年建設省令第５号）第１７

条に規定する督促手数料及び納付すべき期限の翌日から納付

の日までの日数に応じ、当該督促に係る清算金の額（１００

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に年１

０．７５パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を徴収す

ることができる。 

を滞納した者に督促状を発した場合において、納付すべき期

限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る清

算金の額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。）に年１０．７５パーセントの割合を乗じて得た額の

延滞金を徴収することができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

 （横手市下水道条例の一部改正） 

第１３条 横手市下水道条例（平成１７年横手市条例第２６９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（使用料等の督促）  

第２３条 管理者は、この条例の規定により徴収する使用料又

は手数料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状

を発行して督促する。 

第２３条 削除 
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 （横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例の一部改正） 

第１４条 横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例（平成１７年横手市条例第２７０号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促）  

第１２条 管理者は、受益者が納付期日までに負担金等を納付

しないときは、納付期日後２０日以内に督促状により、納期

限を指定して督促するものとする。 

 

２ 前項の規定による督促手数料は、横手市債権の管理等に関

する条例（平成２８年横手市条例第２号）の規定を適用す

る。 

 

（延滞金） （延滞金） 

第１３条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第１４条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

附 則 附 則 

（受益者負担金の延滞金の割合の特例） （受益者負担金の延滞金の割合の特例） 
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３ 当分の間、第１３条に規定する受益者負担金の延滞金の年

１４．５パーセントの割合及び年７．２５パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び

次項において同じ。）が年７．２５パーセントの割合に満た

ない場合には、その年中においては、年１４．５パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年

７．２５パーセントの割合を加算した割合とし、年７．２５

パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．２５パーセントの割合を超える場合には、年７．２５パ

ーセントの割合）とする。 

３ 当分の間、第１２条に規定する受益者負担金の延滞金の年

１４．５パーセントの割合及び年７．２５パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び

次項において同じ。）が年７．２５パーセントの割合に満た

ない場合には、その年中においては、年１４．５パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年

７．２５パーセントの割合を加算した割合とし、年７．２５

パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．２５パーセントの割合を超える場合には、年７．２５パ

ーセントの割合）とする。 

（受益者分担金の延滞金の割合の特例） （受益者分担金の延滞金の割合の特例） 

４ 当分の間、第１３条に規定する受益者分担金の延滞金の年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合が

年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中に

４ 当分の間、第１２条に規定する受益者分担金の延滞金の年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合が

年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中に
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おいては、年１４．６パーセントの割合にあってはその年に

おける延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

おいては、年１４．６パーセントの割合にあってはその年に

おける延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

  

 （横手市下水道事業区域外流入受益者分担金の徴収に関する条例の一部改正） 

第１５条 横手市下水道事業区域外流入受益者分担金の徴収に関する条例（平成２０年横手市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促）  

第１１条 この条例により納付すべき分担金に係る督促、督促

手数料及び延滞金については、横手市債権の管理等に関する

条例（平成２８年横手市条例第２号）の規定を適用する。 

 

（横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例との調

整） 

（横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例との調

整） 
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第１２条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第１３条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

  

 （横手市集落排水施設条例の一部改正） 

第１６条 横手市集落排水施設条例（平成１７年横手市条例第２２９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（使用料の督促）  

第１７条 管理者は、この条例の規定により徴収する使用料を

納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して

督促する。 

 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１８条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

（管理の委託） （管理の委託） 

第１９条 ［略］ 第１８条 ［略］ 

（委任） （委任） 

第２０条 ［略］ 第１９条 ［略］ 
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（罰則） （罰則） 

第２１条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

  

 （横手市集落排水事業受益者分担に関する条例の一部改正） 

第１７条 横手市集落排水事業受益者分担に関する条例（平成１７年横手市条例第２３０号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（督促）  

第１２条 管理者は、受益者が納付期日までに分担金を納付し

ないときは、納付期日後２０日以内に督促状により、納期限

を指定して督促するものとする。 

 

２ 前項の規定による督促手数料は、横手市債権の管理等に関

する条例（平成２８年横手市条例第２号）の規定を適用す

る。 

 

（延滞金） （延滞金） 

第１３条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

（委任） （委任） 
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第１４条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

附 則 附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

３ 当分の間、第１３条に規定する受益者分担金の延滞金の年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

(平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年1

パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項におい

て同じ。)が年７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあ

ってはその年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセ

ントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合

にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合)とす

る。 

３ 当分の間、第１２条に規定する受益者分担金の延滞金の年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

(平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年1

パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項におい

て同じ。)が年７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあ

ってはその年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセ

ントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合

にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合)とす

る。 

  

 （横手市病院事業看護師等奨学金貸付条例の一部改正） 
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第１８条 横手市病院事業看護師等奨学金貸付条例（平成２９年横手市条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（延滞金）  

第１３条 奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金を償

還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還す

べき金額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、年１４．６パーセント（納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合

を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して支払わなけれ

ばならない。 

 

２ 前項に規定する延滞金の額に１００円未満の端数があると

き、又は当該延滞金の額が１，０００円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

 

３ 前２項に規定する延滞金の額の計算において、年当たりの

割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割

合とする。 
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（委任） （委任） 

第１４条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

附 則 附 則 

（施行期日）  

１ ［略］  ［略］ 

（延滞金の割合の特例）  

２ 当分の間、第１３条第１項に規定する延滞金の割合は、同

項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３

条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この項において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、そ

の年中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては

その年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの

割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっ

ては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントを超える

場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて発した督促に伴う督促手数料につ

いては、なお従前の例による。 
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議案第５号 

横手市の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 定年前に退職する意思を有する職員の募集を改めるため、現行条例の一部を改正したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   横手市の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 横手市の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例（平成２６年横手市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（職員の募集） （職員の募集） 

第２条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員に

係る次の募集を行うことができる。 

第２条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員に

係る次の募集を行うことができる。 

（１） 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的と

し、定年から１５年を減じた年齢以上の年齢である職員

を対象として行う募集 

（１） 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的と

し、定年から２０年を減じた年齢以上の年齢である職員

を対象として行う募集 

（２） ［略］  （２） ［略］ 

  

附 則    附 則 

 （施行期日） 

 ［略］ １ ［略］ 
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  （職員の募集に関する経過措置） 

 ２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間に

おける第２条第１号の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「２０年」とあるの

はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで １６年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで １７年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで １８年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで １９年 
 

  

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第６号 

横手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等 

の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

民法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０２号）等の施行に伴い、現行条例の一部を改正

したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 
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横手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等 

の一部を改正する条例 

 

（横手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 横手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成

２６年横手市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章～第３章 ［略］  第１章～第３章 ［略］ 

  第４章 雑則（第５３条） 

附則  附則 

  

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場

合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定め

るところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に
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記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供

することができる。この場合において、当該特定教育・保育

施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる

もの 

 

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用

申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信

回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法 

 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録された前項に規定する重要事項

を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当

該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法に

よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をす

る場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する
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方法) 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物をもって作成するファイルに前項に規定する

重要事項を記録したものを交付する方法 

 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出

力することによる文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。 

 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保

育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。 

 

５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定により第１項に規定

する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該

利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類

及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

 

（１） 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施

設が使用するもの 
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（２） ファイルへの記録の方式  

６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該

利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者に

対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によっ

てしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 

  

（懲戒に係る権限の濫用禁止）  

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び

保育所に限る。以下この条において同じ。）の長たる特定教

育・保育施設の管理者は、教育・保育給付認定子どもに対し

児童福祉法第４７条第３項の規定により懲戒に関しその教

育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置を採る場

合は、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用し

てはならない。 

第２６条 削除 

  

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く）の

利用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）

の利用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに
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る。以下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事業に

あっては１人以上５人以下と、小規模保育事業Ａ型（家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労

働省令第６１号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型を

いう。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第３１条に規定す

る小規模保育事業Ｂ型をいう。）にあっては６人以上１９人

以下と、小規模保育事業Ｃ型（同省令第３３条に規定する小

規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）にあ

っては６人以上１０人以下と、居宅訪問型保育事業にあって

は１人とする。 

限る。以下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事業

にあっては１人以上５人以下と、小規模保育事業Ａ型（家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第６１号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型

をいう。第４２条第３項第１号において同じ。）及び小規模

保育事業Ｂ型（同省令第３１条に規定する小規模保育事業Ｂ

型をいう。第４２条第３項第１号において同じ。）にあって

は６人以上１９人以下と、小規模保育事業Ｃ型（同省令第３

３条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条にお

いて同じ。）にあっては６人以上１０人以下と、居宅訪問型

保育事業にあっては１人とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第３８条 ［略］ 第３８条 ［略］ 

２ 第５条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による

文書の交付について準用する。 

 

  

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う 第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う
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者を除く。以下この項において同じ。）は、特定地域型保育が

適正、かつ、確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続

的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。 

者を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特

定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携

協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施

設」という。)を適切に確保しなければならない。 

（１） ［略］ （１） ［略］ 

（２） 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職 

員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することが 

できない場合に当該特定地域型保育事業者に代わって提供 

する特定教育・保育をいう。)を提供すること。 

（２） 必要に応じて、代替保育（特定地域型保育事業所の 

職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供すること 

ができない場合に当該特定地域型保育事業者に代わって提 

供する特定教育・保育をいう。以下この条において同じ。） 

を提供すること。 

（３） 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の 

提供を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保 

育事業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、 

第３７条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに 

限る。以下この号において同じ。）を、当該特定地域型保育 

の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに 

係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き 

当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供するこ

（３） 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の 

提供を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保 

育事業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、 

第３７条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに 

限る。以下この号及び第４項第１号において同じ。）を、 

当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未 

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望 

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教 
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と。 育・保育を提供すること。 

 ２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であっ

て、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、

前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

 （１） 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及

び責任の所在が明確化されていること。 

 （２） 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の

本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。 

 ３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を

第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適

切に確保しなければならない。 

 （１） 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を

行う場所又は事業所（次号において「事業実施場所」とい

う。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供され

る場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ



- 133 - 

型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。） 

 （２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 

事業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と

同等の能力を有すると市が認める者 

 ４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第

３号の規定を適用しないこととすることができる。 

 （１） 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７

３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保

育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満三

歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終

了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教

育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 （２） 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる

事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める

とき（前号に該当する場合を除く。） 
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 ５ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定

地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する

施設のうち次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号

に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適

切に確保しなければならない。 

 （１） 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けてい

る者の設置する施設（児童福祉法第６条の３第１２項に規

定する業務を目的とするものに限る。） 

 （２） 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は

同法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設で

あって、同法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必

要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る

地方公共団体の補助を受けているもの 

２ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対

する保育を行う場合にあっては、前項本文の規定にかかわら

ず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的

な支援その他の便宜の供与を受けられるようあらかじめ、連

６ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対

する保育を行う場合にあっては、第１項本文の規定にかかわ

らず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門

的な支援その他の便宜の供与を受けられるようあらかじめ、
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携する障害児入所支援施設（児童福祉法第４２条に規定する

障害児入所施設をいう。）その他の市の指定する施設（以下こ

の項において「居宅訪問型保育連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

連携する障害児入所支援施設（児童福祉法第４２条に規定す

る障害児入所施設をいう。）その他の市の指定する施設（以

下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。）を

適切に確保しなければならない。 

３ 事業所内保育事業を行う者であって、第３７条第２項の規

定により定める利用定員が２０人以上のものにあっては、第

１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、

第１項第１号及び第２号に係る連携協力を求めることを要し

ない。 

７ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定により定める利

用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型

事業所内保育事業」という。）を行う者については、第１項

本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、第１

項第１号及び第２号に係る連携協力を求めることを要しな

い。 

 ８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第

６条の３第１２項第２号に規定する事業を行うものであっ

て、市長が適当と認めるもの（附則第５条において「特例保

育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１項

本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことがで

きる。 

４ ［略］ ９ ［略］  

  

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 
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第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］ 

       第４章 雑則 

 （電磁的記録等） 

 第５３条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以

下この条において「特定教育・保育施設等」という。）は、

記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府

令の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）により行うことが規定され

ているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に

係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下この条において同じ。）により行うことができる。 

 ２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の

交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作

成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、

第４項に定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の
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承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条にお

いて「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・

保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該特定

教育・保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提出したも

のとみなす。 

 （１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに

掲げるもの 

 ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教

育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを

接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法 

 イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回
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線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、

教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に

備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイル

に当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提

供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法) 

 （２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録

したものを交付する方法 

 ３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がフ

ァイルへの記録を出力することによる文書を作成することが

できるものでなければならない。 

 ４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供

する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に
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よる承諾を得なければならない。 

 （１） 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施

設等が使用するもの 

 （２） ファイルへの記録の方式 

 ５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当

該教育・保育給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、

電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、

当該教育・保育給付認定保護者に対し、第２項に規定する記

載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、

当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾

をした場合は、この限りでない。 

 ６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面

等による同意の取得について準用する。この場合において、

第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に

記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」

とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは

「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とある

のは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とある

のは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とある
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のは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるの

は「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」

と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各

号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第

４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２

項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得よう

とする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６

項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」とある

のは「第６項において準用する前項」と、「提供を受けない」

とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載

事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等によ

る同意の取得」と読み替えるものとする。 

   附 則    附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 ［略］ 第１条 ［略］ 

（特定保育所に関する特例） （特定保育所に関する特例） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

（施設型給付費等に関する経過措置） （施設型給付費等に関する経過措置） 
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第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

（利用定員に関する経過措置） （利用定員に関する経過措置） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困

難であって、法第５９条第４号に規定する事業による支援そ

の他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場

合は、第４２条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の

施行の日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設

を確保しないことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事

業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、法

第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市が認める場合は、第４２条

第１項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起

算して１０年を経過する日までの間、連携施設を確保しない

ことができる。 

  

 （横手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 横手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年横手市条例

第３２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 
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第１章～第５章 ［略］ 第１章～第５章 ［略］ 

 第６章 雑則（第４９条） 

附則 附則 

  

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、

次条、第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項

及び第５項、第１６条、第１７条第１項から第３項まで並び

に附則第４項において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育

が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保

育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育

（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項に

規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第

３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、

次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定す

る保育所をいう。以下同じ。）、幼稚園（同項に規定する幼

稚園をいう。以下同じ。）又は認定こども園（同項に規定す

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、

次条、第７条の３第２項、第１４条第１項及び第２項、第１

５条第１項、第２項及び第５項、第１６条、第１７条第１項

から第３項まで並びに附則第４項において同じ。）は、利用

乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保

育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に

対して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）

第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保

育所（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

７条第４項に規定する保育所をいう。以下同じ。）、幼稚園

（同項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）又は認定こど
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る認定こども園をいう。以下同じ。）（以下「連携施設」と

いう。）を適切に確保しなければならない。 

も園（同項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）（以

下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。 

（１）・（２） ［略］  （１）・（２） ［略］ 

（３） 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けて 

いた利用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第１２ 

項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利 

用乳幼児にあっては、第４２条に規定するその他の乳児又 

は幼児に限る。以下この号において同じ。）を当該保育の 

提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望 

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育 

又は保育を提供すること。 

（３） 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けて 

いた利用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第１２ 

項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利 

用乳幼児にあっては、第４２条に規定するその他の乳児又 

は幼児に限る。以下この号及び第４項第１号において同 

じ。）を当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児 

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設にお 

いて受け入れて教育又は保育を提供すること。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

（家庭的保育事業者等と非常災害） （家庭的保育事業者等と非常災害） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

 （安全計画の策定等）  

 第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保

を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事

業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業

所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活
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その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及

び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項

についての計画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

 ２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周

知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

 ３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して

保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に

基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

 ４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、

必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。  

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

 第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外で

の活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のた

めに自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の

際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握すること

ができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければな
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らない。 

 ２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自

動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ

後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものそ

の他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落

としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的

に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用

乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項

に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行

わなければならない。 

  

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職

員の基準） 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職

員の基準） 

第１０条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せ

て設置するときは、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設

備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設

備及び職員に兼ねることができる。ただし、保育室及び各事

業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職

員については、この限りでない。 

第１０条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せ

て設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、

必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を

併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねる

ことができる。 
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 （懲戒に係る権限の濫用禁止）  

第１３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第４７

条第３項の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のた

めに必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱

める等その権限を濫用してはならない。 

第１３条 削除 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対

し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施するよう努めなければならない。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

  

（準用） （準用） 

第４８条 ［略］ 第４８条 ［略］ 

 第６章 雑則 
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 （電磁的記録） 

 第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成そ

の他これらに類するもののうち、この条例の規定において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において

同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものにつ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 

  

 （横手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 横手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年横手

市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（放課後児童健全育成事業者と非常災害対策） （放課後児童健全育成事業者と非常災害対策） 
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第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

 （安全計画の策定等）  

 第７条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確

保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課

後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に

対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育

成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所に

おける安全に関する事項についての計画（以下この条におい

て「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必

要な措置を講じなければならない。  

 ２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画につ

いて周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。  

 ３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関し

て保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画

に基づく取組の内容等について周知しなければならない。  

 ４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直し

を行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。  
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 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

 第７条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外

での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のため

に自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、

点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方

法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

  

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

 （業務継続計画の策定等） 

 第１３条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全

育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条

において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 ２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画

について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施するよう努めなければならない。 
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 ３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努

めるものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所

において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所

において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう

に、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定による改正後の横手市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条の２、第７条の３、第１０条及び第１４条第

２項の規定並びに第３条の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 （横手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の横手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
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第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的

とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内

の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」という。）を備えること

及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車

にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を

日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の装置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在

の確認を行わなければならない。 

 （横手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過

措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第３条の規定による改正後の横手市放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条の２の規定の適用については、

同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施し

なければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とある

のは「周知するよう努めなければ」とする。 
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議案第７号 

横手市長寿祝金条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

８８歳長寿祝金を廃止するため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   横手市長寿祝金条例の一部を改正する条例 

 

横手市長寿祝金条例（平成１８年横手市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（種類、対象者及び額） （対象者及び額） 

第２条 長寿祝金の種類、対象者及び額は、次のとおりとす

る。 

第２条 長寿祝金の対象者は、横手市に住所を有し、かつ、引

き続き１０年以上居住している者で満１００歳に達した者と

する。 

種類 対象者 額 

100歳長寿祝金 横手市に住民登録し、かつ、引き続き10

年以上居住している者で満100歳に達し

たもの 

100,000円

88歳長寿祝金 9月1日現在横手市に住民登録し、かつ、

引き続き10年以上居住している者で当該

年度内に満88歳に達するもの。ただし、

第3条に規定する贈呈時期までに死亡 

10,000円 

２ 長寿祝金の額は、１００，０００円とする。 
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 し、又は市外へ転出した者を除く。  
 

（長寿祝金の贈呈） （長寿祝金の贈呈） 

第３条 長寿祝金の贈呈時期は、次のとおりとする。 第３条 長寿祝金の贈呈時期は、満１００歳に達したときとす

る。 

 （１） １００歳長寿祝金 満１００歳に達したとき。  

（２） ８８歳長寿祝金 ９月１日から９月３０日までの間  

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第８号 

横手市交通指導員設置条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市交通指導員の定年年齢を引き上げるため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市交通指導員設置条例の一部を改正する条例 

 

 横手市交通指導員設置条例（平成１７年横手市条例第１７５号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄にあげる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（任務） （任務） 

第２条 指導員は、市長の指示するところにより、警察機関及

び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全の指導を

行い、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとす

る。 

第２条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連

携を図り、交通安全の指導を行い、交通秩序の保持及び交通

事故の防止に努めるものとする。 

（定数及び委嘱又は任命等） （定数） 

第３条 指導員の定数は、１０８人以内とする。 第３条 指導員の定数は、１０８人以内とする。 

２ 指導員は、次に定める資格を有する者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。 

 

（１） 本市に居住する者  

（２） 年齢２５歳以上７０歳未満の者  

（３） 人格高潔及び身体強健であって交通に関する知識  
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に精通し、かつ、指導力を有する者 

３ 指導員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補

欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委嘱） 

 第４条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちか

ら市長が委嘱する。 

 （１） 本市に居住する者 

 （２） 年齢２５歳以上の者。ただし、年齢満７０歳以上の

者にあっては、指導員の経験を有する者でなければなら

ない。 

 （３） 人格高潔及び身体強健であって交通に関する知識

に精通し、かつ、指導力を有する者 

 （定年） 

 第５条 指導員の定年は、満７５歳とする。 

 ２ 指導員は、定年に達したときは、定年に達した日以後にお

ける最初の３月３１日に退職する。 

 （解任） 

 第６条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認
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めたときは、解任することができる。 

 （１） 指導員から辞任の申出があったとき。 

 （２） 指導員としての適格性を欠くに至ったと認めたと

き。 

（隊の構成）  

第４条 指導員は、隊を構成するものとし、その編成について

は、規則で定める。 

 

（名称及び区域） （交通指導隊等） 

第５条 本市に交通指導隊（以下「指導隊」という。）を置き、

その名称及び区域は、別表のとおりとする。 

第７条 指導員は交通指導隊を組織するものとし、交通指導隊

の名称及び管轄区域は規則で定める。 

 ２ 交通指導隊の連携を図るため、横手市交通指導隊連絡協議

会を置く。 

（協議会）  

第６条 各地域の指導隊の連携を図るため、横手市交通指導隊

連絡協議会を設置する。 

 

（委任） （委任） 

第７条 ［略］ 第８条 ［略］ 

別表（第５条関係）  
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名称 区域 

横手市横手交通指導隊 旧横手市一円 

横手市増田交通指導隊 旧増田町一円 

横手市平鹿交通指導隊 旧平鹿町一円 

横手市雄物川交通指導隊 旧雄物川町一円 

横手市大森交通指導隊 旧大森町一円 

横手市十文字交通指導隊 旧十文字町一円 

横手市山内交通指導隊 旧山内村一円 

横手市大雄交通指導隊 旧大雄村一円 
 

 

  

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第９号 

横手市企業振興条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

指定の基準を改定するため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   横手市企業振興条例の一部を改正する条例 

 

横手市企業振興条例（平成１７年横手市条例第１８２号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（指定の基準） （指定の基準） 

第６条 前条の基準は、横手市内に工場等を新設し、若しくは

増設し、又は事業を拡大する者であって、単年度当たりの新

規常勤雇用者の数が２０人以上であること、又は次の各号の

いずれにも該当することとする。 

第６条 前条の基準は、横手市内に工場等を新設し、若しくは

増設し、又は事業を拡大する者であって、単年度当たりの新

規常勤雇用者の数が２０人以上であること、又は次の各号の

いずれにも該当することとする。 

（１） 新設し、又は増設される工場等に係る減価償却資

産（所得税法施行令第６条第１号から第７号まで及び第

８号リに掲げるものに限る。）の取得価格の合計額が

２，０００万円を超えること。 

（１） 新設し、又は増設される工場等に係る減価償却資

産（次のア及びイのいずれにも該当するものに限る。）

の取得価格の合計額が３，０００万円を超えること。 

 ア 所得税法施行令第６条第１号から第７号まで及び第

８号リに掲げるもの 

 イ 減価償却資産に所得税法施行令第６条第１号の建物
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又は同条第２号の構築物を含まない増設にあっては、

当該減価償却資産を最初に取得した日又は当該減価償

却資産に係る新規常勤雇用者を最初に雇用した日のい

ずれか早い日から２年を経過する日までの間に取得し

たもの 

（２） 操業開始日における新規常勤雇用者の数が、次の

とおりであること。 

（２） 新設にあっては、操業開始日における新規常勤雇

用者の数が５人以上であること。 

ア 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業 １

０人以上 

 

イ ア以外の工業等 新設の場合にあっては５人以上、

増設の場合にあっては３人以上 

 

 （３） 増設にあっては、当該減価償却資産に係る新規常

勤雇用者（第１号の減価償却資産に所得税法施行令第６

条第１号の建物又は同条第２号の構築物を含まない場合

は、当該最初の減価償却資産を取得した日又は当該減価

償却資産に係る新規常勤雇用者を最初に雇用した日のい

ずれか早い日から２年を経過する日までの間に雇用され

た者に限る。）の数が３人以上であること。 
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附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１０号 

横手市就業改善センター設置条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市横手就業改善センターを廃止するため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市就業改善センター設置条例の一部を改正する条例 

 

 横手市就業改善センター設置条例（平成１７年横手市条例第２０４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

横手市横手就業改善センター 横手市条里二丁目2番50号 

横手市荻袋地区農業研修センタ

ー 

横手市増田町荻袋字真当87番地3 

 ［略］ 
 

名称 位置 

  

横手市荻袋地区農業研修センタ

ー 

横手市増田町荻袋字真当87番地3 

 ［略］ 
 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

 １ 横手市横手就業改善センター  

（消費税を含む。）  

区分 単位 使用料の額 

生活改善実習室 1時間につき 150円 
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他産業就業研修室  200円 

農業経営研修室 100円 

他産業就業研修室農

業経営研修室通し 

300円 

青年婦人研修室 300円 

指導センター室 200円 

音響器具一式 2時間まで 1,100円 

2時間を超え、1時間につ

き 

550円 

宿泊 1人1泊につき 550円 

食堂施設 月額16,500円以上で市長が別に定める額 
 

 備考  

  １ 使用者が市外に住所を有する場合における使用料の

額は、この表に定める額に１００分の２００を乗じて

得た額とする。 

 

  ２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これ

を１時間とする。 

 

３ 就業改善相談室、図書資料室及び野外ステージの使  
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用料は、無料とする。 

 ２ ［略］  １ ［略］ 

 ３ ［略］  ２ ［略］ 

 ４ ［略］  ３ ［略］ 

  

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１１号 

横手市農林水産物直売・食材供給施設設置条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

農香庵及び道の駅十文字農産物直売所の使用料の上限を引き上げるため、現行条例の一部を改正し

たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議

決を求める。 
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   横手市農林水産物直売・食材供給施設設置条例の一部を改正する条例 

 

横手市農林水産物直売・食材供給施設設置条例（平成１８年横手市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第３条、第９条関係） 別表（第３条、第９条関係） 

（消費税を含む。） （消費税を含む。） 

施設名 使用の単位 使用料の上限 

［略］ 

農香庵 月単位で使用す

る場合 

当該月の売上げの10％

の金額 

日単位で使用す

る場合 

当該日の売上げの10％

の金額 

道の駅十文字農産物直売所 月単位で使用す

る場合 

当該月の売上げの15％

の金額 
 

施設名 使用の単位 使用料の上限 

 ［略］ 

農香庵 月単位で使用す

る場合 

当該月の売上げの20％

の金額 

日単位で使用す

る場合 

当該日の売上げの20％

の金額 

道の駅十文字農産物直売所 月単位で使用す

る場合 

当該月の売上げの20％

の金額 
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附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１２号 

横手市道路占用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

道路法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第３７８号）の施行に伴い、現行条例の一部を

改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 
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横手市道路占用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 横手市道路占用等に関する条例（平成１７年横手市条例第２５０号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

区分 単位 金額 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につき１年 ４３０円

第２種電柱 ６７０円

第３種電柱 ９００円

第１種電話柱 ３９０円

第２種電話柱 ６２０円

第３種電話柱 ８５０円

その他の柱類 ３９円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつき１年 ４円

地下に設ける電線その他の線類 ２円

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３８０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メートルにつき ２３０円

１年 
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変圧塔その他これに類するもの及び公衆

電話所 

１個につき１年 ７８０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３３０円

広告塔 表示面積１平方メートルにつき

１年 

５９０円

その他のもの 占用面積１平方メートルにつき

１年 

７８０円

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートルにつき１年 １６円

外径が０．０７メートル以上０．１メー

トル未満のもの 

 ２３円

外径が０．１メートル以上０．１５メー

トル未満のもの 

 ３５円

 外径が０．１５メートル以上０．２メー

トル未満のもの 

 ４７円

 外径が０．２メートル以上０．３メート

ル未満のもの 

 ７０円

 外径が０．３メートル以上０．４メート

ル未満のもの 

 ９３円

 外径が０．４メートル以上０．７メート  １６０円
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 ル未満のもの  

 外径が０．７メートル以上１メートル未

満のもの 

 ２３０円

 外径が１メートル以上のもの  ４７０円

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方メートルにつき

１年 

７８０円

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び地下

室 

階数が１のもの Aに０．００４

を乗じて得た

額 

階数が２のもの Aに０．００６

を乗じて得た

額 

階数が３以上のもの Aに０．００７

を乗じて得た

額 

上空に設ける通路 ２９０円

地下に設ける通路 １８０円

その他のもの ７８０円

法第３２条 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的 占用面積１平方メートルにつき ６円

第１項第６ に設けるもの １日 
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号に掲げる

施設 

その他のもの 占用面積１平方メートルにつき

１月 

５９円

令第７条第

１号に掲げ

る物件 

看板（アーチで

あるものを除

く。） 

一時的に設けるもの 表示面積１平方メートルにつき

１月 

５９円

その他のもの 表示面積１平方メートルにつき

１年 

５９０円

 標識 １本につき１年 ６２０円

 旗ざお 祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

１本につき１日 ６円

 その他のもの １本につき１月 ５９円

 幕（令第７条第

４号に掲げる工

事用施設である

ものを除く。） 

祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

その面積１平方メートルにつき

１日 

６円

 その他のもの その面積１平方メートルにつき

１月 

５９円

 アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 ５９０円

  その他のもの  ２９０円

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メートルにつき ７８０円
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 １年 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号

に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メートルにつき

１月 

５９円

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号

に掲げる施設 

７８円

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道路の路面下に

設けるもの 

占用面積１平方メートルにつき

１年 

Aに０．０１７

を乗じて得た

額 

 上空に設けるもの  Aに０．０１７

を乗じて得た

額 

 地下（トンネル

の上の地下を除

く。）に設ける

もの 

階数が１のもの  Aに０．００４

を乗じて得た

額 

 階数が２のもの  Aに０．００６

を乗じて得た

額 

  階数が３以上のもの  Aに０．００７ 

    を乗じて得た 
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    額 

 その他のもの  Aに０．０２５

を乗じて得た

額 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物  Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

その他のもの  Aに０．０１５

を乗じて得た

額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物  Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

その他のもの  Aに０．０１５

を乗じて得た

額 

令第７条第

１１号に掲 

トンネルの上又は高架の道路の路面下に

設けるもの 

 Aに０．０２２

を乗じて得た 

げる応急仮   額 
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設建築物 上空に設けるもの  Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

 その他のもの  Aに０．０３１

を乗じて得た

額 

令第７条第１２号に掲げる器具  Aに０．０２５

を乗じて得た

額 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高速自動車国道若しく

は自動車専用道路（高架のものに限

る。）の路面下に設けるもの 

 Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

 上空に設けるもの  Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

 その他のもの  Aに０．０３１

を乗じて得た

額 

備考 
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１ 令とは、道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）をいう。 

２ １件の料金が１００円未満のときは、１００円とする。 

３ 第１種電柱は電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち３条以下の電

線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支持するも

のを、第２種電柱は電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱は電柱のう

ち６条以上の電線を支持するものをいう。 

４ 第１種電話柱は電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、

電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置

するものに限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱は電話柱のう

ち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱は電話柱のうち６条以上の電線を支持

するものをいう。 

５ 共架電線は、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線を

いう。 

６ 表示面積は、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。 

７ A は、近傍類似の土地（令第７条第８号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの

及び同条第１３号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収

益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地）の時価を表すものとする。 

８ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平方メートル若しくは

０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに０．０１平方メートル若

しくは０．０１メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面
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積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 

９ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満であるとき、又は

その期間に１年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、１月未満の端数があると

きは１月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月

未満であるとき、又はその期間に１月未満の端数があるときは１月として計算するものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の横手市道路占用等に関する条例（次項において「改正後の条例」とい

う。）第２条の規定は、施行の日以後に行う道路の占用等の許可に係る占用料について適用し、同

日前に行う道路の占用等の許可に係る占用料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に改正前の横手市道路占用等に関する条例による占用の許可を受けている

者の当該占用物件に係る令和５年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該

占用物件について徴収すべき１年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の１年当たりの占用料の

額に１００分の１２０を乗じて得た額（以下「調整占用料額」という。）を超える場合には、改正

後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。 
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議案第１３号 

横手市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令（令和４年経済産業省・国土

交通省令第２号）及び脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第６９号）の一部施行に伴い、現行条例の一部を改正し

たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議

決を求める。 
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横手市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

第１条 横手市建築基準法等関係手数料条例（平成２３年横手市条例第３４号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第６から別表第８までを次のように改める。 

別表第６（第４条関係） 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

１ 低炭素法第

５３条第１

項の規定に

基づく低炭

素建築物新

築等計画の

認定の申請

（以下「低 

ア 適

合証が

添付さ

れた低

炭素計

画認定

申請の

場合 

一戸建ての住宅

（人の居住の用

以外の用に供す

る部分（以下

「非住宅部分」

という。）を有

しないものに限

る。以下同 

建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１

号。以下「基準省令」とい

う。）第１０条第１項第２号イ

（２）及びロ（２）による評価

方法（以下「誘導仕様基準」と

いう。）で評価した場合 

１件 ５，０００円 

 炭素計画認

定申請」と

いう。） 

 じ。）に係る計

画 

基準省令第１０条第１項第２号

イ（１）及びロ（１）による評

価方法（以下「標準計算方法」

という。）で評価した場合 

１件 ５，０００円 
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  共同住宅、長屋

その他一戸建て

の住宅以外の住

宅であって非住

宅部分を有しな

いもの（以下

「共同住宅等」

という。）又は

人の居住の用に

供する部分（以

下「住宅部分」

という。）と非

住宅部分を有す

る建築物（以下

「複合建築物」

という。）の住

宅部分に係る計

画 

誘導仕様基準

で評価した場

合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ９，０００円 

   床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ２０，０００円 

   床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ４６，０００円 

   床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ８３，０００円 

   標準計算方

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ９，０００円 
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     床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ２０，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ４６，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ８３，０００円 

   複合建築物の非

住宅部分又は人

の居住の用以外

の用に供する建

築物（以下「非

住宅建築物」と

いう。）に係る 

基準省令第

１条第１項

第１号ロ又

は基準省令

第１０条第

１号イ

（２）及び 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ９，０００円

   床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １６，０００円
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   計画 ロ（２）に

よる評価方

法（以下

「モデル建

物法」とい 

う。）で評

価した場合 

床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ２６，０００円

    床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ７７，０００円

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 １２２，０００

円

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー 

１件 １５４，０００

円
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     トル未満  

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 １９２，０００

円

    基準省令第

１条第１項

第１号イ又

は基準省令

第１０条第

１号イ

（１）及び

ロ（１）に

よる評価方

法（以下

「標準入力

法等」とい

う。）で評

価した場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ９，０００円

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １６，０００円

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ２６，０００円

    床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００ 

１件 ７７，０００円
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     ０平方メートル

未満 

 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 １２２，０００

円

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 １５４，０００

円

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 １９２，０００

円

  イ ア

以外の 

場合 

一戸建ての住宅

に係る計画 

誘導仕様基準で評価した場合 １件 １８，０００円 

  標準計算方法で評価した場合 １件 ３４，０００円 

  共同住宅等又は

複合建築物の住 

誘導仕様基準

で評価した場 

床面積が３００

平方メートル未 

１件 ３４，０００円 
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   宅部分に係る計

画 

合 満   

    床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ５９，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 １０７，０００

円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 １６２，０００

円 

    標準計算方

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ７１，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平 

１件 １２０，０００

円 
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    方メートル未満   

    床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ２０４，０００

円 

    床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ２９３，０００

円 

   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る計画 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８９，０００円

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １１２，０００

円
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     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 １５０，０００

円

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ２４３，０００

円

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 ３１８，０００

円

   床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー 

１件 ３８２，０００

円
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   トル未満  

   床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ４４８，０００

円

   標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ２３１，０００

円

     床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ２９０，０００

円

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ３６９，０００

円

    床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００ 

１件 ５２４，０００

円
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    ０平方メートル

未満 

 

    床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 ６４２，０００

円

    床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ７５６，０００

円

    床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ８６３，０００

円

２ 低炭素法第 

５５条第１ 

項の規定に

基づく低炭 

ア 適 

合証が 

添付さ

れた低 

一戸建ての住宅 

に係る計画 

誘導仕様基準で評価した場合 １件 ２，５００円 

 標準計算方法で評価した場合 １件 ２，５００円 

 共同住宅等又は

複合建築物の住 

誘導仕様基準

で評価した場 

床面積が３００

平方メートル未 

１件 ４，５００円 
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 素建築物新 

築等計画の

変更認定の

申請（以下

「低炭素計 

画変更認定

申請」とい

う。） 

炭素計 

画変更

認定申

請の場

合 

宅部分に係る計

画 

合 満   

  床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 １０，０００円 

    床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ２３，０００円 

    床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ４１，５００円 

    標準計算方

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ４，５００円 

     床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平 

１件 １０，０００円 
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     方メートル未満   

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ２３，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ４１，５００円 

   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る計画 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ４，５００円

   床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ８，０００円

     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００ 

１件 １３，０００円
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     ０平方メートル

未満 

 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ３８，５００円

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 ６１，０００円

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ７７，０００円

     床面積が２５，

０００平方メー 

１件 ９６，０００円
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     トル以上  

    標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ４，５００円

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ８，０００円

     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 １３，０００円

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ３８，５００円

     床面積が５，０ １件 ６１，０００円
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     ００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ７７，０００円

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ９６，０００円

  イ ア

以外の

場合 

一戸建ての住宅 

に係る計画 

誘導仕様基準で評価した場合 １件 ９，０００円 

  標準計算方法で評価した場合 １件 １７，０００円 

  共同住宅等又は

複合建築物の住

宅部分に係る計 

画 

誘導仕様基準

で評価した場

合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 １７，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以 

１件 ２９，５００円 
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     上２，０００平

方メートル未満 

  

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ５３，５００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ８１，０００円 

    標準計算方

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ３５，５００円 

   床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ６０，０００円 

    床面積が２，０

００平方メート 

１件 １０２，０００

円 



- 199 - 

    ル以上５，００

０平方メートル

未満 

  

    床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 １４６，５００

円 

   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る計画 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ４４，５００円

   床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ５６，０００円

     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ７５，０００円

     床面積が２，０ １件 １２１，５００
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     ００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

 円

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 １５９，０００

円

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 １９１，０００

円

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ２２４，０００

円

    標準入力法

等で評価し 

床面積が３００

平方メートル未 

１件 １１５，５００

円
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    た場合 満  

     床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １４５，０００

円

     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 １８４，５００

円

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ２６２，０００

円

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート 

１件 ３２１，０００

円
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     ル未満  

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ３７８，０００

円

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ４３１，５００

円

備考 

１ この表において「適合証」とは、品確法第５条第１項の登録住宅性能評価機関及び建築物省エ

ネ法第１５条第１項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が低炭素法第５４条第１項各号に

掲げる基準に適合していると認めて交付した書面をいう。 

 ２ 複合建築物のうち、建築物全体の認定申請をする場合の手数料額は、住宅部分の床面積と評価

方法に応じた手数料の額に非住宅部分の床面積と評価方法に応じた手数料の額を加えて得た額と

する。 

 ３ 複合建築物のうち、建築物全体の変更認定申請をする場合の手数料額は、住宅部分と非住宅部

分それぞれ変更に係る部分の床面積と評価方法に応じた手数料の額を加えて得た額とする。 

 ４ 低炭素法第５４条第２項（低炭素法第５５条第２項において準用する場合を含む。）の規定に
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よる申出（以下「確認の申出」という。）が行われる場合における手数料の額は、１又は２の項

に定める額に当該確認の申出に係る建築物の床面積の合計を法第６条第１項の規定による申請に

係る建築物の床面積の合計とみなして別表第１の１の項の規定により算出した額を加えて得た額

とする。 

 ５ 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合における手数料の額は、備考４の

規定により算出した額に当該昇降機を法第８７条の４において準用する法第６条第１項の規定に

よる申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして別表第１の２の項の規定により算出した額を加

えて得た額とする。 

別表第７（第５条関係） 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

１ 建築物省エ

ネ法第３４

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の認定

の申請（以 

ア 適

合証が

添付さ

れた消

費性能

向上計

画認定

申請の

場合 

一戸建ての住宅

に係る計画 

誘導仕様基準で評価した場合 １件 ５，０００円 

標準計算方法で評価した場合 １件 ５，０００円 

 共同住宅等又は

複合建築物の住

宅部分に係る計

画 

誘導仕様基

準で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

  床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 １７，０００円 
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 下「消費性

能向上計画

認定申請」

という。） 

   床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ３６，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ６４，０００円 

    標準計算方

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

     床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 １７，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル 

１件 ３６，０００円 
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     未満   

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ６４，０００円 

   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る計画 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １５，０００円 

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ２２，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００ 

１件 ６４，０００円 
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     ０平方メートル

未満 

  

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 １０１，０００

円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 １２８，０００

円 

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 １５９，０００

円 

    標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

     床面積が３００ １件 １５，０００円 



- 207 - 

     平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

  

     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ２２，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ６４，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 １０１，０００

円 

     床面積が１０， １件 １２８，０００ 



- 208 - 

     ０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

 円 

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 １５９，０００

円 

  イ ア

以外の

場合 

一戸建ての住宅

に係る計画 

誘導仕様基準で評価した場合 １件 １６，０００円 

標準計算方法で評価した場合 １件 ２９，０００円 

  共同住宅等又は

複合建築物の住

宅部分に係る計

画 

誘導仕様基

準で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ２８，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ４７，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００ 

１件 ８３，０００円 



- 209 - 

     ０平方メートル

未満 

  

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 １２５，０００

円 

    標準計算方

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ５６，０００円 

     床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ９３，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 １５７，０００

円 

     床面積が５，０

００平方メート 

１件 ２２４，０００

円 



- 210 - 

     ル以上   

   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る計画 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ７１，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ９７，０００円 

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 １１７，０００

円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 １８８，０００

円 

     床面積が５，０ １件 ２４５，０００ 
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     ００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

 円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ２９５，０００

円 

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ３４５，０００

円 

    標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 １８２，０００

円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ２４７，０００

円 
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    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ２９２，０００

円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ４１７，０００

円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 ５１３，０００

円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー 

１件 ６０６，０００

円 



- 213 - 

     トル未満   

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ６９１，０００

円 

２ 建築物省エ

ネ法第３６

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

認定の申請

（以下「消

費性能向上

計画変更認

定申請」と

いう。） 

ア 適

合証が

添付さ

れた消

費性能

向上計

画変更

認定申

請の場

合 

一戸建ての住宅 誘導仕様基準で評価した場合 １件 ２，５００円 

 に係る計画 標準計算方法で評価した場合 １件 ２，５００円 

 共同住宅等又は

複合建築物の住 

宅部分に係る計

画 

誘導仕様基

準で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ４，０００円 

  床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ８，５００円 

   床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 １８，０００円 

   床面積が５，０ １件 ３２，０００円 
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     ００平方メート

ル以上 

  

    標準計算方

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ４，０００円 

     床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ８，５００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 １８，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ３２，０００円 

   複合建築物の非

住宅部分又は非 

モデル建物

法で評価し 

床面積が３００

平方メートル未 

１件 ４，０００円 
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   住宅建築物に係

る計画 

た場合 満   

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ７，５００円 

     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 １１，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ３２，０００円 

    床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート 

１件 ５０，５００円 
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     ル未満   

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ６４，０００円 

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ７９，５００円 

    標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ４，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ７，５００円 

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００ 

１件 １１，０００円 
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     ０平方メートル

未満 

  

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ３２，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 ５０，５００円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ６４，０００円 

     床面積が２５，

０００平方メー 

１件 ７９，５００円 



- 218 - 

     トル以上   

  イ ア

以外の

場合 

一戸建ての住宅

に係る計画 

誘導仕様基準で評価した場合 １件 ８，０００円 

標準計算方法で評価した場合 １件 １４，５００円 

  共同住宅等又は

複合建築物の住

宅部分に係る計

画 

誘導仕様基

準で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 １４，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ２３，５００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ４１，５００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ６２，５００円 

    標準計算方 床面積が３００ １件 ２８，０００円 
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    法で評価し

た場合 

平方メートル未

満 

  

     床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ４６，５００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ７８，５００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 １１２，０００

円 

   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る計画 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ３５，５００円 

    床面積が３００

平方メートル以 

１件 ４８，５００円 



- 220 - 

    上１，０００平

方メートル未満 

  

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ５８，５００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ９４，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 １２２，５００

円 

     床面積が１０，

０００平方メー 

１件 １４７，５００

円 



- 221 - 

     トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

  

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 １７２，５００

円 

    標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ９１，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １２３，５００

円 

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 １４６，０００

円 

     床面積が２，０ １件 ２０８，５００ 



- 222 - 

     ００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

 円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 ２５６，５００

円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ３０３，０００

円 

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ３４５，５００

円 

３ 建築物省エ

ネ法第４１ 

ア 適

合証が 

一戸建ての住宅

に係る申請 

基準省令第１条第１項第２号

イ（２）及びロ（２）の基準 

１件 ５，０００円 



- 223 - 

 条第１項の

規定に基づ

く建築物の

エネルギー

消費性能に

係る認定の

申請（以下

「消費性能

認定申請」

という。） 

添付さ

れた消

費性能

認定申

請の場

合 

 若しくは同号イ（３）及びロ

（３）の基準（以下「仕様基

準等」という。）又は誘導仕

様基準で評価した場合 

  

  基準省令第１条第１項第２号

イ（１）及びロ（１）の基準

（以下「性能基準」とい

う。）又は標準計算方法で評

価した場合 

１件 ５，０００円 

  共同住宅等又は

複合建築物の住

宅部分に係る申

請 

誘導仕様基

準又は仕様

基準等で評

価した場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

  床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 １７，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００ 

１件 ３６，０００円 
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     ０平方メートル

未満 

  

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ６４，０００円 

    標準計算方

法又は性能

基準で評価

した場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 １７，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ３６，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート 

１件 ６４，０００円 
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     ル以上   

   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る申請 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １５，０００円 

    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ２２，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ６４，０００円 

     床面積が５，０ １件 １０１，０００ 
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     ００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

 円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 １２８，０００

円 

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 １５９，０００

円 

    標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ８，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 １５，０００円 
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    床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 ２２，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ６４，０００円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 １０１，０００

円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー 

１件 １２８，０００

円 
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     トル未満   

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 １５９，０００

円 

  イ ア

以外の

場合 

一戸建ての住宅

に係る計画 

誘導仕様基準又は仕様基準等

で評価した場合 

１件 １６，０００円 

標準計算方法又は性能基準で

評価した場合 

１件 ２９，０００円 

  共同住宅等又は

複合建築物の住

宅部分に係る申

請 

誘導仕様基

準又は仕様

基準等で評

価した場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ２８，０００円 

  床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ４７，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル 

１件 ８３，０００円 
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     未満   

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 １２５，０００

円 

    標準計算方

法又は性能

基準で評価

した場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ５６，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上２，０００平

方メートル未満 

１件 ９３，０００円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 １５７，０００

円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上 

１件 ２２４，０００

円 
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   複合建築物の非

住宅部分又は非

住宅建築物に係

る申請 

モデル建物

法で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 ７１，０００円 

    床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ９７，０００円 

     床面積が１，０

００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

１件 １１７，０００

円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 １８８，０００

円 

     床面積が５，０

００平方メート 

１件 ２４５，０００

円 
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     ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

  

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ２９５，０００

円 

     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ３４５，０００

円 

    標準入力法

等で評価し

た場合 

床面積が３００

平方メートル未

満 

１件 １８２，０００

円 

     床面積が３００

平方メートル以

上１，０００平

方メートル未満 

１件 ２４７，０００

円 

     床面積が１，０ １件 ２９２，０００ 
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     ００平方メート

ル以上２，００

０平方メートル

未満 

 円 

     床面積が２，０

００平方メート

ル以上５，００

０平方メートル

未満 

１件 ４１７，０００

円 

     床面積が５，０

００平方メート

ル以上１０，０

００平方メート

ル未満 

１件 ５１３，０００

円 

     床面積が１０，

０００平方メー

トル以上２５，

０００平方メー

トル未満 

１件 ６０６，０００

円 
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     床面積が２５，

０００平方メー

トル以上 

１件 ６９１，０００

円 

備考 

 １ この表において「適合証」とは、品確法第５条第１項の登録住宅性能評価機関及び建築物省エ

ネ法第１５条第１項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が１の項及び２の項にあっては建

築物省エネ法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合していると認めて交付した書面をいい、３

の項にあっては建築物省エネ法第２条第３号の基準に適合していると認めて交付した書面その他

市長が認めた書類をいう。 

２ 共用部分を評価しない場合における共同住宅等又は複合建築物の住宅部分における床面積は、

当該共用部分の床面積を減じた面積とする。 

３ 複合建築物で、建築物全体の認定申請をする場合の手数料額は、住宅部分の床面積と評価方法

に応じた手数料の額に非住宅部分の床面積と評価方法に応じた手数料の額を加えて得た額とする。 

４ 複合建築物のうち、建築物全体の変更認定申請をする場合の手数料額は、住宅部分と非住宅部

分それぞれ変更に係る部分の床面積と評価方法に応じた手数料の額を加えて得た額とする。 

５ 消費性能向上計画認定申請の際に建築物省エネ法第３４条第３項の規定に基づき他の建築物の

事項を建築物エネルギー消費性能向上計画に記載し、認定を受けようとする場合の手数料の額は、

申請建築物に係る手数料の額に他の建築物について１の項に該当する手数料の額を加えて得た額

とする。 
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６ 建築物省エネ法第３４条第３項の規定に基づき他の建築物の事項を記載し認定を受けた建築物

エネルギー消費性能向上計画を変更しようとする場合の手数料の額は、追加に係る建築物にあっ

ては１の項に該当する手数料の額、変更に係る建築物にあっては２の項に該当する手数料の額を

合計した額とする。 

７ 建築物省エネ法第３５条第２項（建築物省エネ法第３６条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による申出（以下「確認の申出」という。）が行われる場合における手数料の額は、

１又は２の項に定める額に当該確認の申出に係る建築物の床面積の合計を法第６条第１項の規定

による申請に係る建築物の床面積の合計とみなして別表第１の１の項の規定により算出した額を

加えて得た額とする。 

８ 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合における手数料の額は、備考７の

規定により算出した額に当該昇降機を法第８７条の４において準用する法第６条第１項の規定に

よる申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして別表第１の２の項の規定により算出した額を加

えて得た額とする。 

別表第８（第５条関係） 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

１ 建築物省エ

ネ法第１２

条第１項に 

ア モ

デル建

物法で 

用途が基準省令

第１０条第１号

で規定する工場 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 ２４，０００円 

 基づく建築 評価し 等（以下「工場 床面積が１，０００平方メー １件 ３４，０００円 
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 物エネルギ

ー消費性能

適合判定

（以下「適

合性判定」

という。）

の提出又は

建築物省エ

ネ法第１３

条第２項に

基づく適合

判定の通知 

た場合 等」という。）

の場合 

トル以上２，０００平方メー

トル未満 

  

   床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー

トル未満 

１件 ８４，０００円 

   床面積が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メ

ートル未満 

１件 １２７，０００

円 

   床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方

メートル未満 

１件 １５７，０００

円 

   床面積が２５，０００平方メ

ートル以上 

１件 １９４，０００

円 

   用途が工場等以

外の場合 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 ９７，０００円 

    床面積が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メー 

１件 １２９，０００

円 

    トル未満   
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    床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー

トル未満 

１件 ２０８，０００

円 

    床面積が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メ

ートル未満 

１件 ２７１，０００

円 

    床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方

メートル未満 

１件 ３２５，０００

円 

    床面積が２５，０００平方メ

ートル以上 

１件 ３８１，０００

円 

  イ 標

準入力

法等で

評価し

た場合 

用途が工場等の

場合 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 ２８，０００円 

   床面積が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メー

トル未満 

１件 ３９，０００円 

    床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー 

１件 ９０，０００円 
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    トル未満   

    床面積が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メ

ートル未満 

１件 １３３，０００

円 

    床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方

メートル未満 

１件 １６４，０００

円 

    床面積が２５，０００平方メ

ートル以上 

１件 ２０２，０００

円 

   用途が工場等以

外の場合 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 ２４７，０００

円 

    床面積が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メー

トル未満 

１件 ３２３，０００

円 

    床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー

トル未満 

１件 ４６０，０００

円 

    床面積が５，０００平方メー １件 ５６６，０００ 
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    トル以上１０，０００平方メ

ートル未満 

 円 

    床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方

メートル未満 

１件 ６６９，０００

円 

    床面積が２５，０００平方メ

ートル以上 

１件 ７６３，０００

円 

２ 建築物省エ

ネ法第１２

条第２項に 

基づく適合

性判定の提

出、建築物 

省エネ法第

１３条第３

項に基づく 

適合性判定

の通知又は 

ア モ

デル建

物法で

評価し

た場合 

用途が工場等の

場合 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 １２，０００円 

  床面積が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メー

トル未満 

１件 １７，０００円 

   床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー

トル未満 

１件 ４２，０００円 

   床面積が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メ 

１件 ６３，５００円 

 建築物のエ   ートル未満   
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 ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律施行規

則（平成２

８年国土交

通省令第５

号）第１１

条に基づく

軽微な変更

に該当して

いることを

証する書面

の請求 

  床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方

メートル未満 

１件 ７８，５００円 

   床面積が２５，０００平方メ

ートル以上 

１件 ９７，０００円 

  用途が工場等以

外の場合 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 ４８，５００円 

   床面積が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メー

トル未満 

１件 ６４，５００円 

   床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー

トル未満 

１件 １０４，０００

円 

    床面積が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メ

ートル未満 

１件 １３５，５００

円 

    床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方 

１件 １６２，５００ 
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    メートル未満  円 

    床面積が２５，０００平方メ

ートル以上 

１件 １９０，５００

円 

  イ 標

準入力

法等で

評価し

た場合 

用途が工場等の

場合 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 １４，０００円 

   床面積が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メー

トル未満 

１件 １９，５００円 

    床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー

トル未満 

１件 ４５，０００円 

    床面積が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メ

ートル未満 

１件 ６６，５００円 

    床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方

メートル未満 

１件 ８２，０００円 

    床面積が２５，０００平方メ １件 １０１，０００ 
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    ートル以上  円 

   用途が工場等以

外の場合 

床面積が３００平方メートル

以上１，０００平方メートル

未満 

１件 １２３，５００

円 

    床面積が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メー

トル未満 

１件 １６１，５００

円 

    床面積が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メー

トル未満 

１件 ２３０，０００

円 

    床面積が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平方メ

ートル未満 

１件 ２８３，０００

円 

    床面積が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方

メートル未満 

１件 ３３４，５００

円 

    床面積が２５，０００平方メ

ートル以上 

１件 ３８１，５００

円 

第２条 横手市建築基準法等関係手数料条例の一部を次のように改正する。 
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  別表第４を次のように改める。 

別表第４（第２条関係） 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

１ 法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第１８条第２４項第

１号若しくは第２号（これらの規定を法第８７条の４又は第８８条

第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る建築物等の仮使用の認定の申請 

１件 １２０，０００

円 

２ 法第４３条第２項第１号の規定による建築物の敷地と道路との関係

の建築の認定の申請 

１件 ２７，０００円 

３ 法第４３条第２項第２号の規定による建築物の敷地と道路との関係

の建築の許可の申請 

１件 ３３，０００円 

４ 法第４４条第１項第２号の規定による公衆便所等の道路内における

建築の許可の申請 

１件 ３３，０００円 

５ 法第４４条第１項第３号の規定による道路内における建築の認定の

申請 

１件 ２７，０００円 

６ 法第４４条第１項第４号の規定による公共用歩廊等の道路内におけ

る建築の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

７ 法第４７条ただし書の規定による壁面線外における建築の許可の申 １件 １６０，０００ 

 請  円 
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８ 法第４８条第１項ただし書、第２

項ただし書、第３項ただし書、第

４項ただし書、第５項ただし書、

第６項ただし書、第７項ただし

書、第８項ただし書、第９項ただ

し書、第１０項ただし書、第１１

項ただし書、第１２項ただし書、

第１３項ただし書又は第１４項た

だし書（これらの規定を法第８７

条第２項若しくは第３項又は第８

８条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による用途地域

等における建築等の許可の申請 

法第４８条第１５項に該当する

場合 

１件 １８０，０００

円 

法第４８条第１６項第１号に該

当する場合 

１件 １２０，０００

円 

法第４８条第１６項第２号に該

当する場合 

１件 １４０，０００

円 

９ 法第５１条ただし書（法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８

条第２項において準用する場合を含む。）の規定による特殊建築物

等の敷地の位置の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

１０ 法第５２条第６項第３号の規定による建築物の容積率に関する特例

の認定の申請 

１件 ２７，０００円 

１１ 法第５２条第１０項、第１１項又は第１４項の規定による建築物の １件 １６０，０００ 
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 容積率に関する特例の許可の申請  円 

１２ 法第５３条第４項又は第５項の規定による建築物の建蔽率に関する

特例の許可の申請 

１件 ３３，０００円 

１３ 法第５３条第６項第３号の規定による建築物の建蔽率に関する制限

の適用除外に係る許可の申請 

１件 ３３，０００円 

１４ 法第５３条の２第１項第３号又は第４号（これらの規定を法第５７

条の５第３項において準用する場合を含む。）の規定による建築物

の敷地面積に関する特例の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

１５ 法第５５条第２項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の

申請 

１件 ２７，０００円 

１６ 法第５５条第３項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の

申請 

１件 １６０，０００

円 

１７ 法第５５条第４項各号の規定による建築物の高さに関する制限の適

用除外に係る許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

１８ 法第５６条の２第１項ただし書の規定による日影による建築物の高

さに関する特例の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

１９ 法第５７条第１項の規定による高架の工作物内に設ける建築物の高

さに関する制限の適用除外に係る認定の申請 

１件 ２７，０００円 



- 245 - 

２０ 法第５７条の２第１項の規定による特例容積率適用地区における建

築物の容積率に関する特例の指定の申請 

１件 ２７，０００円 

２１ 法第５７条の３第１項の規定による特例容積率適用地区における建

築物の容積率に関する特例の指定の取消しの申請 

１件 ６，４００円 

２２ 法第５７条の４第１項ただし書の規定による特例容積率適用地区に

おける建築物の高さに関する特例の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

２３ 法第５８条第２項の規定による高度地区における建築物の高さに関

する特例の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

２４ 法第５９条第１項第３号の規定による高度利用地区における建築物

の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の

申請 

１件 １６０，０００

円 

２５ 法第５９条第４項の規定による高度利用地区における建築物の各部

分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

２６ 法第５９条の２第１項の規定による敷地内に広い空地を有する建築

物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

２７ 法第６８条第１項第２号の規定による景観地区内における建築物の

高さ、同条第２項第２号の規定による景観地区内における建築物の

壁面の位置又は同条第３項第２号の規定による景観地区内における

建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 
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２８ 法第６８条第５項の規定による景観地区内における建築物の各部分

の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請 

１件 ２７，０００円 

２９ 法第６８条の３第１項の規定による再開発等促進区等の区域（以下

この項において「区域」という。）における建築物の容積率、同条

第２項の規定による区域における建築物の建蔽率又は同条第３項の

規定による区域における建築物の高さに関する制限の適用除外に係

る認定の申請 

１件 ２７，０００円 

３０ 法第６８条の３第４項の規定による再開発等促進区等の区域におけ

る建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

３１ 法第６８条の３第７項（法第８８条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による開発整備促進区の区域における建築物の用途

等に関する制限の適用除外に係る認定の申請 

１件 ２７，０００円 

３２ 法第６８条の４の規定による地区計画等の区域における公共事業の

整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る

認定の申請 

１件 ２７，０００円 

３３ 法第６８条の５の２の規定による防災街区整備地区計画の区域にお

ける建築物の容積率に関する特例の認定の申請 

１件 ２７，０００円 

３４ 法第６８条の５の３第２項の規定による高度利用と都市機能の更新

とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する 

１件 １６０，０００

円 
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 制限の適用除外に係る許可の申請   

３５ 法第６８条の５の５第１項の規定による区域の特性に応じた建築物

の整備を誘導する地区計画等の区域（以下この項において「区域」

という。）における建築物の容積率又は同条第２項の規定による区

域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認

定の申請 

１件 ２７，０００円 

３６ 法第６８条の５の６の規定による地区計画等の区域における建築物

の建蔽率に関する特例の認定の申請 

１件 ２７，０００円 

３７ 法第６８条の７第５項の規定による予定道路に係る建築物の容積率

に関する特例の許可の申請 

１件 １６０，０００

円 

３８ 法第８５条第６項の

規定による仮設興行

場等の建築又は法第

８７条の３第６項の

規定により建築物の

用途を変更して興行

場等として使用する

ことの許可の申請 

床面積の合

計 

１００平方メートル以下 １件 ３６，０００円 

１００平方メートルを超え、５

００平方メートル以下 

１件 ６０，０００円 

５００平方メートル超 １件 １２０，０００

円 

３９ 法第８５条第７項の規定による仮設興行場等の建築又は法第８７条 １件 １６０，０００ 
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 の３第７項の規定による建築物の用途を変更して特別興行場等とし

て使用することの許可の申請 

 円 

４０ 法第８６条第１項の規定による一

団地の建築物に関する特例の認定

の申請 

建築物の数が１又は２ １件 ７８，０００円 

建築物の数が３以上 １件 ７８，０００円

に２を超える建

築物の数に２

８，０００円を

乗じて得た額を

加えて得た額 

４１ 法第８６条第２項の規定による現

に存する建築物を前提とした総合

的設計による建築物に関する特例

の認定の申請 

建築物（現に存する建築物を除

く。以下この項において同

じ。）の数が１ 

１件 ７８，０００円 

建築物の数が２以上 １件 ７８，０００円

に１を超える建

築物の数に２

８，０００円を

乗じて得た額を

加えて得た額 

４２ 法第８６条第３項の規定による敷 建築物の数が１又は２ １件 ２３８，０００ 
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地内に広い空地を有し、かつ、面

積が一定規模以上である一団地の

建築物の各部分の高さ又は容積率

に関する特例の許可の申請 

  円 

建築物の数が３以上 １件 ２３８，０００

円に２を超える

建築物の数に２

８，０００円を

乗じて得た額を

加えて得た額 

４３ 法第８６条第４項の規定による現

に存する建築物を前提とした総合

的設計により建築等をし、かつ、

敷地内に広い空地を有する建築物

の各部分の高さ又は容積率に関す

る特例の許可の申請 

建築物（現に存する建築物を除

く。以下この項において同

じ。）の数が１ 

１件 ２３８，０００

円 

建築物の数が２以上 １件 ２３８，０００

円に１を超える

建築物の数に２

８，０００円を

乗じて得た額を

加えて得た額 

４４ 法第８６条の２第１項の規定によ

る一敷地内認定建築物以外の建築

物の新築又は一敷地内認定建築物 

建築物（当該新築又は増築等を

するものに限る。以下この項に

おいて同じ。）の数が１ 

１件 ７８，０００円 
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 の増築等の認定の申請 建築物の数が２ １件 ７８，０００円

に１を超える建

築物の数に２

８，０００円を

乗じて得た額を

加えて得た額 

４５ 法第８６条の２第２項の規定によ

る一敷地内認定建築物以外の建築

物の新築若しくは一敷地内認定建

築物の増築等に係る建築物の各部

分の高さ又は容積率に関する制限

の適用除外に係る許可の申請 

建築物（当該新築又は増築等を

するものに限る。以下この項に

おいて同じ。）の数が１ 

１件 ２３８，０００

円 

建築物の数が２以上 １件 ２３８，０００

円に１を超える

建築物の数に２

８，０００円を

乗じて得た額を

加えて得た額 

４６ 法第８６条の２第３項の規定によ

る一敷地内許可建築物以外の建築

物の新築又は一敷地内許可建築物 

の増築等の許可の申請 

建築物（当該新築又は増築等を

するものに限る。以下この項に

おいて同じ。）の数が１ 

１件 ２３８，０００

円 

建築物の数が２以上 １件 ２３８，０００ 
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    円に１を超える

建築物の数に２

８，０００円を

乗じて得た額を

加えて得た額 

４７ 法第８６条の５第１項の一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の

取消しの申請 

１件 ６，４００円に

現に存する建築

物の数に１２，

０００円を乗じ

て得た額を加え

て得た額 

４８ 法第８６条の６第２項の規定による一団地の住宅施設に関する都市

計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに

関する制限の適用除外に係る認定の申請 

１件 ２７，０００円 

４９ 法第８６条の８第１

項若しくは法第８７

条の２第１項の規定

による既存の一の建

築物について行う２ 

床面積の合

計 

３０平方メートル以下 １件 ７，０００円 

３０平方メートルを超え、１０

０平方メートル以下 

１件 １３，０００円 

１００平方メートルを超え、２

００平方メートル以下 

１件 ２０，０００円 
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 以上の工事の全体計

画の認定又は法第８

６条の８第３項（法

第８７条の２第２項

において準用する場

合を含む。）の規定

による当該全体計画

の変更の認定の申請 

 ２００平方メートルを超え、５

００平方メートル以下 

１件 ２６，０００円 

５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以下 

１件 ４６，０００円 

１，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル以

下 

１件 ６３，０００円 

２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メートル

以下 

１件 １８０，０００

円 

１０，０００平方メートルを超

え、５０，０００平方メートル

以下 

１件 ３１３，０００

円 

５０，０００平方メートル超 １件 ６０４，０００

円 

５０ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３１条の２第

２項の規定による前面道路に関する特例の認定の申請 

１件 ２７，０００円 

５１ 建築基準法施行令第１３１条の２第３項の規定による壁面線又は壁

面の位置に関する特例の認定の申請 

１件 ２７，０００円 
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５２ 建築基準法施行令第１３７条の１６第２号の規定に基づく建築物の

移転の特例の認定の申請 

１件 ２７，０００円 

備考 

１ ３８の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について算

定する。 

  （１） 建築物を建築する場合 当該建築に係る部分の床面積 

  （２） 建築物の用途を変更する場合 当該用途の変更に係る部分の床面積 

 ２ ４９の項の床面積の合計は、当該２以上の工事について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める面積について算定する。 

  （１） 建築物を増築し、又は改築する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該増築又は改築

に係る部分の床面積 

  （２） 全体計画の変更をして建築物を増築し、又は改築する場合 当該計画の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

  （３） 建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合（次

号に掲げる場合を除く。） 当該修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の２

分の１ 

  （４） 全体計画の変更をして建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用

途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

附 則 



- 254 - 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第１４号 

横手市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

都市公園の名称及び位置を規定し、並びに都市公園審議会を廃止するため、現行条例の一部を改正

したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 
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横手市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 横手市都市公園条例（平成１７年横手市条例第２６７号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章 ［略］ 第１章 ［略］ 

 第２章 都市公園の設置・廃止（第３条～第６条）  第２章 都市公園の設置・廃止（第３条～第７条） 

 第３章 都市公園の管理（第７条～第２１条）  第３章 都市公園の管理（第８条～第２２条） 

 第４章 審議会等の設置（第２２条・第２３条）  第４章 協議会の設置（第２３条） 

 第５章・第６章 ［略］  第５章・第６章 ［略］ 

 附則  附則 

  

   第２章 都市公園の設置・廃止    第２章 都市公園の設置・廃止 

 （名称及び位置） 

 第３条 都市公園の名称及び位置は、別表第１のとおりとす

る。 
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（都市公園の配置及び規模） （都市公園の配置及び規模） 

第３条 ［略］ 第４条 ［略］ 

（公園の区域の変更及び廃止） （公園の区域の変更及び廃止） 

第４条 ［略］ 第５条 ［略］ 

（建築面積割合等） （建築面積割合等） 

第５条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（基準適合義務等） （基準適合義務等） 

第６条 ［略］ 第７条 ［略］ 

第３章 都市公園の管理 第３章 都市公園の管理 

（行為の制限） （行為の制限） 

第７条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（許可の特例） （許可の特例） 

第８条 ［略］ 第９条 ［略］ 

（行為の禁止） （行為の禁止） 

第９条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはなら

ない。ただし、法第５条第１項、法第６条第１項若しくは

第３項又は第７条第１項若しくは第３項の許可に係るもの

又は市長が公益上必要と認めたものについては、この限り

第１０条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはな

らない。ただし、法第５条第１項、法第６条第１項若しく

は第３項又は第８条第１項若しくは第３項の許可に係るも

の又は市長が公益上必要と認めたものについては、この限
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でない。 りでない。 

 （１）～（13） ［略］  （１）～（13） ［略］ 

（使用の禁止又は制限） （使用の禁止又は制限） 

第１０条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

（有料公園施設） （有料公園施設） 

第１１条 有料公園施設（市の管理する公園施設で有料で使

用させるものをいう。以下同じ。）は、別表第１のとおり

とする。 

第１２条 有料公園施設（市の管理する公園施設で有料で使

用させるものをいう。以下同じ。）は、別表第２のとおり

とする。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

（公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の 

記載事項） 

（公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の 

記載事項） 

第１２条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

（法第６条第３項ただし書の条例で定める軽易な変更） （法第６条第３項ただし書の条例で定める軽易な変更） 

第１３条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

（設計書等） （設計書等） 

第１４条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

（使用料） （使用料） 

第１５条 法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項、第７ 第１６条 法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項、第８
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条第１項若しくは第３項の許可を受けた者又は有料公園施設を使

用しようとする者は、別表第２に掲げる額の使用料を納付しなけ

ればならない。 

条第１項若しくは第３項の許可を受けた者又は有料公園施設を使

用しようとする者は、別表第３に掲げる額の使用料を納付しなけ

ればならない。 

（監督処分） （監督処分） 

第１６条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

（保管した工作物等に係る措置） （保管した工作物等に係る措置） 

第１７条 ［略］ 第１８条 ［略］ 

第１８条 ［略］ 第１９条 ［略］ 

２ 市長は、前項に規定する公示の期間を経過してもなお当

該工作物等を返還することができない場合において、当該

工作物が特に貴重なものであると認められるときは、規則

で定めるところにより、その工作物等の所有者、占有者そ

の他当該工作物等について権限を有する者（第２１条にお

いて「所有者等」という。）に当該工作物等を返還するた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、前項に規定する公示の期間を経過してもなお当

該工作物等を返還することができない場合において、当該

工作物が特に貴重なものであると認められるときは、規則

で定めるところにより、その工作物等の所有者、占有者そ

の他当該工作物等について権限を有する者（第２２条にお

いて「所有者等」という。）に当該工作物等を返還するた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

第１９条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

第２０条 ［略］ 第２１条 ［略］ 
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第２１条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

第４章 審議会等の設置 第４章 協議会の設置 

（審議会）  

第２２条 市長の諮問に応じ都市公園に関して調査させ、及

び審議させるため、横手市都市公園審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

 

２ 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。  

  

（届出） （届出） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、

当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、

当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

 （１）～（６） ［略］  （１）～（６） ［略］ 

（７） 第１６条第１項又は第２項の規定により同条第１ 

項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた 

工事を完了したとき。 

（７） 第１７条第１項又は第２項の規定により同条第１ 

項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた 

工事を完了したとき。 

（使用料の徴収） （使用料の徴収） 

第２５条 公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、 第２５条 公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、
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第２条第１項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用

（以下「都市公園の使用」という。）をする者から、別表

第２に掲げる額の使用料を徴収する。 

第２条第１項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用

（以下「都市公園の使用」という。）をする者から、別表

第３に掲げる額の使用料を徴収する。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

  

（公園予定区域及び予定公園施設についての準用） （公園予定区域及び予定公園施設についての準用） 

第２８条 第３条から前条までの規定は、法第３３条第４項

に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用す

る。 

第２８条 第４条から前条までの規定は、法第３３条第４項

に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用す

る。 

  

（罰則） （罰則） 

第３２条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下

の過料に処する。 

第３２条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下

の過料に処する。 

（１） 第７条第１項又は第３項（第２８条においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。）の規定に違反して同

条第１項各号に掲げる行為をした者 

（１） 第８条第１項又は第３項（第２８条においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。）の規定に違反して同

条第１項各号に掲げる行為をした者 

（２） 第９条（第２８条において準用する場合を含

む。）の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者 

（２） 第１０条（第２８条において準用する場合を含

む。）の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者 
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（３） 第１６条第１項又は第２項（第２８条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による市長

の命令に違反した者 

（３） 第１７条第１項又は第２項（第２８条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による市長

の命令に違反した者 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

 別表第１（第３条関係） 

 名称 位置 

赤坂総合公園 横手市赤坂字富ケ沢ほか 

旭公園 横手市赤坂字山崎地内 

荒沼児童公園 横手市朝日が丘二丁目地内 

梅ノ木街区公園 横手市梅の木町地内 

追廻第一児童公園 横手市追廻三丁目地内 

追廻第二児童公園 横手市追廻一丁目地内 

大鳥公園 横手市大鳥町ほか 

金沢公園 横手市金沢中野字権五郎塚ほか 

記念公園 横手市南町地内 

清川児童公園 横手市清川町地内 

光明寺街区公園 横手市中央町地内 
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木陰沼公園 横手市柳田地内 

境町健康広場 横手市下境字関合地内 

三枚橋１号街区公園 横手市駅西一丁目地内 

三枚橋２号街区公園 横手市駅西三丁目地内 

下三枚橋公園 横手市条里一丁目地内 

下飛瀬公園 横手市条里一丁目地内 

堤公園 横手市婦気大堤字田久保地内 

七日市公園 横手市睦成字七日市ほか 

西河畔公園 横手市黒川字一本木地内 

西ケ坂史跡公園 横手市前郷字西ケ坂地内 

西山児童公園 横手市朝日が丘三丁目地内 

二ノ口公園 横手市条里三丁目地内 

八王寺公園 横手市安田字柳堤地内 

花瑞木児童公園 横手市前郷一番町地内 

平安の風わたる公園 横手市金沢中野字三貫堰地内 

本郷第一公園 横手市旭川一丁目地内 

本郷第二公園 横手市旭川二丁目地内 
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前郷墓園 横手市前郷字兀山ほか 

三井寺児童公園 横手市南町地内 

水上児童公園 横手市平和町地内 

柳田運動広場 横手市柳田地内 

横手公園 横手市睦成字城付ほか 

横手駅南児童公園 横手市駅南一丁目地内 

中央児童公園 横手市増田町増田字土肥館地内 

真人公園 横手市増田町亀田字上掵ほか 

浅舞公園 横手市平鹿町浅舞字蔣沼ほか 

十五野公園 横手市平鹿町浅舞字十六石野ほか 

雄物川河川公園 横手市雄物川町深井字郷中島ほか 

雄物川中央公園 横手市雄物川町沼館字高畑地内 

大森公園 横手市大森町字高口下水戸堤ほか 

腕越児童公園 横手市十文字町腕越字山道端地内 

十文字中央団地児童公

園 

横手市十文字町梨木字羽場下地内 

聖安公園 横手市十文字町梨木字堤ノ上地内 

梨木公園 横手市十文字町西原二番町地内 
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西原児童公園 横手市十文字町西原二番町地内 

宝竜公園 横手市十文字町宝竜二丁目地内 

八萩公園 横手市十文字町仁井田字八萩ほか 

鶴ケ池公園 横手市山内土渕字鶴ケ池地内 
 

別表第１（第１１条関係） 別表第２（第１２条関係） 

有料公園施設 ［略］ 有料公園施設 ［略］ 

別表第２（第１５条、第２５条関係） 別表第３（第１６条、第２５条関係） 

 １～３ ［略］  １～３ ［略］ 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年横手市条例第

５５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 
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区分 報酬の額 旅費の額 備考 

 ［略］ 

介護保険運営協議

会の委員 

 ［略］ 

都市公園審議会の

委員 

 ［略］ 

企業振興審議会の  ［略］ 

委員  

 ［略］ 
 

区分 報酬の額 旅費の額 備考 

 ［略］ 

介護保険運営協議

会の委員 

 ［略］ 

 

 

 

企業振興審議会の  ［略］ 

委員  

 ［略］ 
 

  

 



- 267 - 

議案第１５号 

横手市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 横手市大森学校給食センターを廃止するため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   横手市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例 

 

 横手市学校給食センター設置条例（平成１７年横手市条例第２９１号）の一部を次のように改正す

る。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

 [略] 

横手市雄物川学校給食センタ

ー 

 [略] 

横手市大森学校給食センター 横手市大森町字町回307番地 
 

名称 位置 

 [略] 

横手市雄物川学校給食センタ

ー 

 [略] 

  
 

  

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１６号 

横手市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）の施行に伴い、現行条例の一部を改正した

いので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 
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   横手市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

横手市水道事業給水条例（平成１７年横手市条例第３１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（給水装置の新設等の申込み） （給水装置の新設等の申込み） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたとき

は、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。 

２ 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたとき

は、利害関係人の同意書等又は民法（明治２９年法律第８９

号）第２１３条の２第３項の規定に基づく通知に係る誓約書

の提出を求めることができる。 

  

（過料） （過料） 

第４１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、５万

円以下の過料に処する。 

第４１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、５万

円以下の過料に処する。 

 （１） ［略］  （１） ［略］ 

（２） 正当な理由がなくて第１８条第２項によるメーター （２） 正当な理由がなくて第１９条第２項によるメーター 



- 271 - 

の設置、第２６条の使用水量の計量、第３４条の検査又は 

第３６条の給水停止を拒み、又は妨げた者 

の設置、第２６条の使用水量の計量、第３４条の検査又は 

第３６条の給水停止を拒み、又は妨げた者 

 （３）・（４） ［略］  （３）・（４） ［略］ 

  

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、この条例による改正後の横手市水道事業給

水条例第４１条の規定は、公布の日から施行する。 



- 272 - 

議案第１７号 

横手市高齢者センター設置条例を廃止する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市高齢者センターを廃止するため、現行条例を廃止したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市高齢者センター設置条例を廃止する条例 

 

 横手市高齢者センター設置条例（平成１７年横手市条例第１２７号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 

横手市養護老人ホーム設置条例を廃止する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市養護老人ホームひらか荘を廃止するため、現行条例を廃止したいので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市養護老人ホーム設置条例を廃止する条例 

 

 横手市養護老人ホーム設置条例（平成１７年横手市条例第１３６号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１９号 

横手市農村婦人の家設置条例を廃止する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市農村婦人の家を廃止するため、現行条例を廃止したいので、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   横手市農村婦人の家設置条例を廃止する条例 

 

 横手市農村婦人の家設置条例（平成１７年横手市条例第２２３号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工  事  名  横手市西部斎場改築工事（建築本体工事） 

２ 工 事 場 所  横手市雄物川町薄井字抱合６５番地 

３ 契 約 の 方 法  制限付一般競争入札 

４ 契 約 金 額  ４４４，２９０，０００円 

５ 契約の相手方  横手市平和町１０番３０号 

大和・創和・丸茂 横手市西部斎場改築工事（建築本体工事）特定建設工事

共同企業体 

代表者 株式会社大和組 

           代表取締役 大和 康範 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 横手市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年横手市条例第

６７号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第２１号 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり物品を無償譲渡する。 

 

１ 譲渡する財産 

  別紙に掲げる旧山内学校給食センターの物品 

 ２ 譲渡の相手方 

    横手市山内土渕字小目倉沢３４番地８ 

    株式会社ウッディさんない 

    代表取締役 石山 清和 

 ３ 無償譲渡する理由 

    財産を無償譲渡することにより、地域の農産物を使用し地元食文化の強みを活かした食品加

工事業の実施を支援し、市の産業振興を図るため。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求
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める。 

 

別紙 

品     名 数量 取得価格（円） 取 得 年 

一槽流し ４ １，０９９，０１０ 平成４年 

食器洗浄機 １ １，４１７，２８０ 平成４年 

三槽流し １ １，０３２，０６０ 平成４年 

調理台（穴あき） １ １３６，９９０ 平成４年 

水切台 ２ ２２２，４８０ 平成４年 

ガス回転窯 １ ６１０，７９０ 平成４年 

蒸気回転窯 ２ ２，３７３，１２０ 平成４年 

受台 １ ９７，８５０ 平成５年 

水切台 １ １００，９４０ 平成５年 

コンベクションオーブン １ ９３７，３００ 平成５年 

ラック（ドライ仕様） １ １８５，４００ 平成５年 

戸棚（ドライ仕様） １ ２２６，６００ 平成５年 
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議案第２２号 

   財産の無償貸付け及び減額貸付けについて 

 

 次のとおり財産を無償貸付け及び減額貸付けする。 

 

１ 貸付けする財産 

  （１）建 物 

      名 称  旧山内学校給食センター 

      面 積  ３６５．００平方メートル 

  （２）土 地 

      所在地  横手市山内土渕字菅生３７番地１６ 

      面 積  ７７１．００平方メートル 

 ２ 貸付けの相手方 

    横手市山内土渕字小目倉沢３４番地８ 

    株式会社ウッディさんない 

    代表取締役 石山 清和 

 ３ 貸付料の額 

    建物は無償とし、土地は横手市普通財産貸付料算定基準（平成１７年横手市訓令第４４号）

によって算出した額の２分の１の額とする。 
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４ 貸付料を無償及び減額する理由 

    財産を無償貸付け及び減額貸付けすることにより、地域の農産物を使用し地元食文化の強み

を活かした食品加工事業の実施を支援し、市の産業振興を図るため。 

５ 貸付けの期間 

    令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求

める。 
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議案第２３号 

   財産の無償貸付け及び減額貸付けについて 

 

 次のとおり財産を無償貸付け及び減額貸付けする。 

 

 １ 貸付けする財産 

  （１）建 物 

      名 称  旧大雄学校給食センター及び旧大雄中学校食堂棟、配膳室、渡り廊下 

      面 積  ６９０．３７平方メートル 

  （２）土 地 

      所在地  横手市大雄字狐塚２６１番地の内 

      面 積  ８７６．００平方メートル 

 ２ 貸付けの相手方 

    横手市大沢字羽根山１０２番地 

    農事組合法人大沢ファーム 

    代表理事 小川 忠洋 

 ３ 貸付料の額 

    建物は無償とし、土地は横手市普通財産貸付料算定基準（平成１７年横手市訓令第４４号）

によって算出した額の２分の１の額とする。 
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４ 貸付料を無償及び減額する理由 

    財産を無償貸付け及び減額貸付けすることにより、６次産業化の先進事業として、また地域

特産品の発信事業として実施を支援し、雇用の創出や市の産業振興を図るため。 

５ 貸付けの期間 

    令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求

める。 
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議案第２４号 

   財産の無償貸付けについて 

 

 次のとおり土地を無償貸付けする。 

 

 １ 貸付けする土地 

    所在地  横手市雄物川町今宿字郷７２番地７ ほか６筆 

    面 積  ２７,９６５.１２平方メートル 

 ２ 貸付けの相手方 

    横手市雄物川町今宿字郷７２番地１ 

    株式会社リバーサイドヒル 

    代表取締役 吉田 昌平 

 ３ 貸付料を無償とする理由 

    財産を無償貸付けすることにより、民間譲渡した温泉施設の維持継続と地域の活性化を図る

ため。 

 ４ 貸付けの期間 

    令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 
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 提案理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求

める。 
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議案第２５号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称 ２ 指定する団体の名称 ３ 指定の期間 

昼川児童館 昼川町内会 令和５年４月１日から令和１０

年３月３１日まで 

上溝児童館 上溝児童館運営委員会 令和５年４月１日から令和１０

年３月３１日まで 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

  地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第２６号 

権利の放棄について 

 

 次のとおり権利を放棄する。 

 

１ 権利の内容  不法行為に基づく損害賠償請求権 

２ 相 手 方   

３ 放棄する額  ２２，３７６，２２０円 

４ 放棄の理由  相手方の事業系一般廃棄物処理に係る不法行為に基づく損害賠償請求権

に関し、消滅時効期間が経過し、かつ、相手方の相続人が債権の存在を否

認し、債権回収の見込みがないため。 

 

令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号の規定に基づき、議会の議

決を求める。 
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議案第２７号 

   市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、市道路線を次のとおり廃止す

る。 

 

令和５年２月２０日提出 

              横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

道路法第１０条第３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 



廃止路線

路線 起     点 延 長 幅 員

番号 終     点 （ｍ） （ｍ）

横手市増田町増田字中町２８－４ 3.30

横手市増田町増田字新町７８ ～4.30

横手市増田町増田字中町１１２－５ 3.60

横手市増田町増田字町東１３３ ～17.60

横手市増田町増田字中町１２０ 11.00

横手市増田町増田字新町３００－２ ～13.00

827.16

100.63

路 線 名

200021 中町新町線 262.97

200071

200369

新関中央線

新関中央２号線
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議案第２８号 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次の路線を市道に認定する。 

 

令和５年２月２０日提出 

              横手市長 髙 橋   大 

 

 

 提案理由 

道路法第８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 



認定路線

路線 起     点 延 長 幅 員

番号 終     点 （ｍ） （ｍ）

横手市増田町増田字中町１１８－４ 3.80

横手市増田町増田字中町１１９－３ ～4.00

横手市増田町増田字新町９７－１ 3.30

横手市増田町増田字新町７８ ～6.50

横手市増田町増田字中町１２０ 3.70

横手市増田町増田字町東１３３ ～16.70

横手市増田町増田字中町１１２－５ 10.20

横手市増田町増田字新町３００－１ ～19.40

横手市十文字町仁井田字東１６－１ 5.50

横手市十文字町仁井田字東２２－１ ～7.60

横手市十文字町仁井田字町東７７－２ 4.00

横手市十文字町仁井田字町東７６－２ ～6.40

横手市十文字町仁井田字段ノ下１２２（右） 4.30

横手市十文字町仁井田字段ノ下１３０（右） ～5.80

横手市十文字町仁井田字町東１６５ 4.50

横手市十文字町仁井田字町東１９８ ～7.80

中町新町１号線 22.19

600579 仁井田跨線橋２号線 16.30

路 線 名

200372 新関中央線 844.40

200373 新関中央２号線 91.31

200370

200371 中町新町２号線 203.67

600580 仁井田跨線橋３号線 203.00

600581 仁井田跨線橋４号線 211.20

600578 仁井田跨線橋１号線 641.60
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議案第３８号 

令和５年度横手市市営温泉施設特別会計への繰入れについて 

 
令和５年度横手市市営温泉施設特別会計は、温泉施設事業推進のため、令和５年度横手市一般会計

から１５５,８４０千円以内を繰り入れる。 

 
令和５年２月２０日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 
提案理由 

  地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条の規定により、議会の議決を求める。 
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